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午前１０時００分 開 議

〇議長（三田敏秋君） ただいまの出席議員数は全員です。定足数に達しておりますので、これから

本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付の議事日程により議事を進めますので、よろしくご協力をお願い

いたします。

日程第１ 会議録署名議員の指名

〇議長（三田敏秋君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則の規定によって、９番、鈴木いせ子さん、23番、大滝久志君を指名

いたします。ご了承願います。

日程第２ 一般質問

〇議長（三田敏秋君） 日程第２、一般質問を行います。

本日の順次は、お手元に配付の一般質問通告書のとおり行います。

なお、今定例会の一般質問通告者は15名でしたので、本日の一般質問は５名を予定しております。

ご了承を願います。

最初に、３番、本間善和君の一般質問を許します。

３番、本間善和君。（拍手）

〔３番 本間善和君登壇〕

〇３番（本間善和君） 皆さん、おはようございます。鷲ヶ巣会の本間善和です。平成30年第１回定

例会において１番目の一般質問の機会をいただき、大変光栄に思っております。ただいま議長のお

許しが出ましたので、しばらくの間皆様にはおつき合いをお願い申し上げます。

それでは、次の一般質問を通告書の順序に従いお伺いしますので、市長の英断により前向きな答

弁をお願い申し上げます。一般質問の第１番目でございます。森林環境税（仮称）を活用した地域

振興策についてでございます。ご承知のとおり昨年の12月、自由民主党及び公明党により決定され

た平成30年度税制改正大綱では、平成31年度税制改正において森林環境税（仮称）及び森林環境譲

与税（仮称）を創設すると明記されました。森林吸収源対策に係る地方財源を確保するため、新設

が予定されているこの森林環境税（仮称）は、平成36年度から課税予定ですが、森林現場における

諸課題に早期に対応するため、市町村及び都道府県に対し森林環境譲与税（仮称）として平成31年

度から交付が予定されています。市町村への譲与税の使途は、市町村が行う間伐や人材育成・担い

手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進のため政令で定めるとされていま

すが、本市においては間伐や人材育成・担い手の確保が大きな課題と思われます。このことから、

平成31年度から閉校となるさんぽく北小学校を活用し、おおいた林業アカデミーやとくしま林業ア
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カデミーのように林業分野の就業を目指している方や林業を新たに始めようとする方を対象に林業

の初歩的知識や現場作業技術を習得する１年程度の研修所を森林組合等の林業関係者と連携し、開

設の検討を行うべきと思いますが、お考えをお伺いします。

大きな２番目でございます。空き家等が及ぼす影響とその対策についてでございます。①番、人

口減少が空き家の増加を招き、環境の悪化、不審者の侵入、放火、家屋の倒壊など空き家の及ぼす

影響は地域社会に大きな問題となっています。隣接地にお住まいの住民は大変苦慮しているとお聞

きしますが、市長の認識についてお伺いします。

②番目でございます。その対策として、本市では空き家の実態調査を実施し、その結果を踏まえ

利活用が見込める空き家の所有者等に対し今後の利活用や管理について助言・指導などを平成30年

度には実施していくことと思われます。一方、調査の結果から管理不行きな空き家には利活用不能

な空き家も多く、これらの解消には家屋の解体が考えられます。解体の指導をしてもなかなか解体

が進まない現状から、解体経費に対する補助金の新設を検討すべきと思いますが、お考えをお伺い

します。

大きな３番目でございます。国道345号沿線の自然災害についてでございます。ことしの冬は大変

厳しい寒波により、国道345号沿線では、越波による国道の陥没等で年末に一時的に孤立する集落ま

で発生しました。一方、県道山北朝日線や国道７号では、積雪や倒木による通行どめなどが発生す

ることにより、国道345号の重要性を改めて認識する結果となりました。このような現状から次の点

についてお伺いします。

①番、国道345号の通行どめとなった箇所は、過去数年で幾度も護岸の吸い出しが原因で陥没等が

発生しています。管理者に沿線住民の切実な声を市長が代表し強く届けていただきたいと思ってお

ります。お考えをお伺いします。

②番目、県は、国が公表する巨大地震を起こすおそれのある断層データを踏まえた新たな津波浸

水想定を公表しました。これに伴い、本市の津波ハザードマップの見直しの実施と時期についてお

伺いします。

一旦降壇し、市長答弁の後再質問させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（三田敏秋君） 市長。

〔市長 高橋邦芳君登壇〕

〇市長（高橋邦芳君） おはようございます。それでは、本間善和議員の３項目のご質問につきまし

て順次お答えをいたします。

最初に１項目め、森林環境税（仮称）を活用した地域振興策について、閉校となるさんぽく北小

学校を活用し、林業の技術や知識を習得する研修所の開設を林業関係者と連携して検討を行うべき

ではないかとのお尋ねについてでございますが、まずもって森林環境税（仮称）の創設につきまし

ては、本市市議会の板垣一徳議員が全国森林環境税創設促進議員連盟の会長を長らくお務めになら
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れております。大変ご苦労さまでございます。さらには、議員連盟の事務局として本税の重要性を

広く提唱するとともに、今日まで精力的に活動されてこられた結果、今国会において森林関連法令

の見直しを踏まえ、平成31年度税制改正において森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）

が創設されることとなりました。このことにより森林の整備・保全、山村の活性化等に向け、森林

整備等のための恒久的で安定的な財源が確保されることとなり、改めましてこれまでのご活動に心

より敬意を表する次第でございます。

さて、戦後造成された人工林が伐採期を迎え、林業の担い手不足が深刻化している中、林業就業

者の、特に若手担い手の確保、後継者対策は重要な課題であると認識をいたしております。新たに

創設されます森林環境税（仮称）、森林環境譲与税（仮称）の活用につきましては、市町村が行う

間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費

用に充てることになっております。林業の知識や技術を習得するための研修所の設置及び運営につ

きましては、教育課程や専任の講師配属、就業機会の確保等を勘案いたしますと、大分県や徳島県

の取り組みと同様に県全体で対応している手法が有効であると考えているところでありますので、

県に要望をしてまいりたいと考えております。森林資源を十分活用し林業振興を進めるには林業従

事者の技術・知識の習得は重要であり、今後事業体の施業計画、技術者の必要人数を踏まえ、林業

関係団体及び事業体と連携し、技術者の確保に取り組んでまいります。

次に２項目め、空き家が及ぼす影響とその対策についての１点目、空き家の及ぼす影響は、地域

社会に大きな問題となっており、隣接地の住民が大変苦慮している認識はあるかとのお尋ねについ

てでございますが、空き家問題につきましては、全国的に広がる深刻な社会問題であり、本市にお

いても隣接地の住民の方など大変苦慮されていることは承知をいたしております。人口が減少し、

高齢者のみの世帯が増加をしていることから、空き家は今後も増加を続けるものと考えております。

適切な管理が行われていない空き家の増加は防災、衛生、景観等の市民生活に悪影響を及ぼす極め

て深刻な問題と捉えており、空き家対策は重大な課題であると認識をいたしております。

次に２点目、利活用不能な空き家の解消に解体経費に対する補助金の新設を検討する考えはない

かとのお尋ねについてでございますが、本年度市内全域の空き家実態調査を行っており、その結果

をもとに平成30年度に空き家等対策計画を策定し、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推

進することといたしております。空き家解体費用の助成につきましては、この計画策定の中で検討

をいたしてまいりたいと考えております。

なお、利活用不能な空き家の解体につきましては、所有者等に対して指導等を行い、少しずつで

はありますが、解体に至っているケースもありますので、引き続き一件でも多くの空き家問題が解

決できるよう努めてまいります。

次に３項目め、国道345号沿線の自然災害についての１点目、越波による国道の陥没等で通行どめ

となった沿線住民の切実な声を管理者に対して強く届けていく考えはないかとのお尋ねについてで



- 134 -

ございますが、この地域は住宅が建ち並ぶ国道345号と海岸線が非常に近くで接しており、冬期や異

常気象時の高潮・風浪等による越波、また昨年末に発生をいたしました道路陥没により通行どめが

余儀なくされる状況となっております。沿線住民の命の安全や安心できる生活基盤の確保のために

は、国道345号の安定的かつ安心、安全な通行の確保が重要であり、そのためにも防災・減災対策と

しての海岸施設整備が急務であると考えております。このことから、国道345号の海岸線では毎年沿

線集落で構成する期成同盟会や区長会において県、市また市議会議員の皆様などが合同で整備が必

要な海岸施設の現地確認を行っており、あわせて市が直接または各種協議会や同盟会などを通じて

国、県に対し要望活動を行っております。今後も、関係者での現地確認を継続し、直接地域の切実

な声が国、県に届くよう引き続き粘り強く要望活動を行ってまいりたいと考えております。

次に２点目、県の新たな津波浸水想定の公表に伴う本市の津波ハザードマップの見直しの実施と

時期はとのお尋ねについてでございますが、本市の津波ハザードマップは、平成25年に新潟県が公

表したデータをもとに本市が独自に最大の地震を想定して作成し、翌年、平成26年５月に対象集落

全戸に配布をいたしております。このような中、昨年11月に新潟県において新たな津波浸水想定（案）

が公表されたことから、直ちに本市のハザードマップとの比較検討を行ったところであります。結

果といたしましては、最高水位や津波影響開始時間、浸水面積ともに大きな違いは見受けられない

状況でありましたが、県が公表した新たな津波浸水想定（案）に基づくハザードマップの作成につ

きましては今後県と協議をし、必要に応じて作成してまいりたいと考えております。

以上であります。

〇議長（三田敏秋君） 本間善和君。

〇３番（本間善和君） ありがとうございました。それでは、早速ですが、私の一般質問の通告書の

順序に従い再質問をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

最初に、森林環境税のことについてでございます。新たに新設予定の森林環境税の仕組み及び創

設の目的については、同僚議員の大滝国吉議員が代表質問でお伺いしましたので、創設された後の

村上市としての森林環境譲与税の使途についてお伺いしたいと思います。また、今回の森林環境税

の創設に至るまでは、全国森林環境税創設促進議員連盟の活動が長い年月をかけ実現することがで

きたと、深く私は感謝申し上げたいと思っております。その議員連盟の板垣会長の出身地の村上市

として、特に森林譲与税の使い方は全国的にも注目をいただくものと思っておりますし、最善の森

林対策の手本として示すべきと思っております。

そこでまず最初に、現在の第１産業としての林業を取り巻く課題について、担当課長としてどの

ような課題があるかと思っているのか、ちょっとお伺いしたいと思います。

〇議長（三田敏秋君） 農林水産課長。

〇農林水産課長（山田義則君） まずもって、素材生産とその現場と、そしてそれを使ういわゆる需

要の掘り起こしといいますか、そういったもの、それに加えて林業従事者、そしてまたさまざまコ
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ストをいかに山元から出すか。そして、山元に利益を還元していくかというようなシステムが大事

かなと考えております。

〇議長（三田敏秋君） 本間善和君。

〇３番（本間善和君） 今答弁いただきましたように、本当にいろいろな課題が想定されております。

私は、山積みされているのではないかと思うぐらいあると思います。今回の譲与税は、国が示して

いるように市町村が行う間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進、そして林業の整備、林

道とかの整備等を示していると思うのですが、促進を政令で定めるとされていますが、村上市とし

て現在これらの譲与税を使うための準備作業としてどのようなことが考えられるのでしょうか、担

当課長にお伺いしたいと思います。

〇議長（三田敏秋君） 農林水産課長。

〇農林水産課長（山田義則君） 議員ご指摘のとおり、市町村が行う間伐作業等、そういった表現に

なっております。ですので、市町村が行うためには、今ご指摘のように森林台帳のまずそういう基

本的な情報の収集、そして森林経営計画と、そしてこれから活用されるであろう森林環境税が充当

される山というか森林の規模、それらがまず基本的なことになるのではないかと考えております。

〇議長（三田敏秋君） 本間善和君。

〇３番（本間善和君） 今述べられた準備等それぞれあると思いますが、平成31年度から交付される

という森林環境譲与税に対して、本当に先ほど述べましたが、繰り返しますが、全国の手本となる

ようにひとつ頑張っていただきたいと、そう思っております。

今までも、これらの対策のために村上市では今年度の予算では間伐促進経費として3,600万円、そ

れから市産材の利用活用、住宅奨励金ですか、そういう事業に1,500万円、造林の推進事業経費とし

て200万円、林道の改良経費として6,000万円の多額な計上し、林業の活性化を目指していると強く

私も感じております。しかし、今現場を取り巻く林業の中で私が思うには、非常に原木の低迷、通

常私が感じているのですけれども、最盛期から比べると原木の価格が６分の１から８分の１程度に

なっているというのが現状ではないかと思っております。そして、やはり林業の現場で働く、作業

班と私たちは言っているのですけれども、本当に植林をしたり下刈りをしたり伐採をしたりという

作業班というのが非常になり手がないというのだか、そういうところが感じられます。いろいろな

方面で市のほうでも対策はとっていると思うのですけれども、特にこの担い手となるというのか、

現場での作業員の確保というのが私今回の質問の主題だったのです。森林組合等のほうの山北森林

組合にも私もお伺いしました。現在作業班として働いている方、やはり地元から確保するのが一番

なのだけれども、その担い手となってくる方が少ないと、そういうことで昨年は上越のほう出身の

大卒の、現在24歳だそうです。そういう方もお勤めになっていただいているという格好で、山北地

内だけではなく朝日地区からも、そういう現場作業員という方が勤めていただいているというのが

現状でございます。そして、山北にいる今本当に作業班として働いている方が高齢者になってきて
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いると、そういう問題があるので、やはりこれからは市として作業班とか、そういう本当に現場で

働く人たちの確保に努めていただければなと、先ほどと言えば失礼ですが、ことしの春先にも１月

過ぎてからですけれども、森林組合にお邪魔したとき、組合長さんとの座談会の中でそんなお話が

耳にされました。できれば私は、この森林環境譲与税を使って、先ほど市長は県が大分県、徳島県、

本当に全国見ると県がやっているのです。私は、どこがやってもいいと思っているのです。どこが

やってもいいと思うのですけれども、強くその辺のところを要望して、後継者が育つような施設を

この県北、林業を第１次産業として頑張っている皆さんのところへやはり光を与えるというのだか、

そういう意図でもひとつ頑張っていただきたいと思っておりますが、市長いかがでしょうか。

〇議長（三田敏秋君） 市長。

〇市長（高橋邦芳君） 確かに村上市の場合はこの森林面積の、広大な森林面積を有していることか

ら見ましても、これは資源であると同時に市産であるという、要するに財産だというふうに思って

います。この財産を有効に活用することが当然必要になるわけでありますから、過去にはそういう

形で非常に潤った時期もあるわけであります。

それと、先ほど森林環境税の活用を踏まえて、モデルとしての自治体のその成果を上げるという

ご指摘もあったわけでありますけれども、まさにそのとおりだと思っているのですが、ただ今回の

森林環境税の創設の意図につきましては川上から川中、川下全体、また都市部も中山間地も含めて、

国民総じてこの森林を大切に育み、育てていく。そこをしっかりと産業にしていくということの税

の本旨があるわけでありますから、そこを踏まえて我が村上市の一番得意とする、また強みを発揮

できるところを伸ばしていくということなのだろうというふうに思っております。

それと、今ほど議員のほうからいろいろと今の林産業を取り巻く環境についてお話がありました

が、確かに丸太材どんどん、どんどん価格がなかなか低迷しているものですから、売れない。売れ

ないから使わない。使わないから、そして需要が伸びていかないと、こういう相乗効果になって、

負のスパイラルの状態になっているのだろうというふうに思っておりますので、そこのところをで

はどうやって上げればいいのかということについては、逆に回してあげれば課題は全部見つけ出さ

れるわけであります。これも、今日まで全国森林環境税創設促進議員連盟でこの必要性を訴える中

で議論され、課題として抽出されたきたことで、我々もそのことについては十分承知をしています。

ですから、そこにしっかりと村上市として向き合うという姿勢であるというふうに思っております。

また、担い手の部分につきましては、結果としてそういう状況であるがゆえに所得が伸びない。

それを職業として選択をしても、なかなかそこで生活がままならないということ、これが根本の原

因だというふうに思っておりますので、しっかりとここのところは市場経済の中で国産材がしっか

りと輩出をしてそれが売り切れる。そこで、もうけを出すことができる、そういう環境を創り上げ

ていくことが必要だというふうに思っております。それとあわせて、この担い手の育成についても

しっかりと捉えていくということが必要だろうというふうに思っております。
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〇議長（三田敏秋君） 本間善和君。

〇３番（本間善和君） 私もう一点別な角度からこの森林環境税について、質問事項のところにも書

かせてもらったのですけれども、この廃校の利用という格好で、特に山北の北小学校という格好で

明記させてもらいました。冒頭にちょっとお話それるのですけれども、これは私にすれば県がやろ

うが、市がやろうが、どこがやろうがこういうものをやはりつくるべきではないかという意図での

ふうにとっていただきたいと思うのですが、この廃校の活用という格好で今副市長が先頭になって

庁内の課長連中でメンバーを組んで、構成員という格好で協議をしているという格好ですよね。そ

ういうお話を聞いているわけですけれども、このさんぽく北小学校の現場というのは、廃校になる

現場８校あると思うのですけれども、ほかにも入れて。現場を見てきましたか、副市長にお伺いし

たいと思います。

〇議長（三田敏秋君） 副市長。

〇副市長（忠 聡君） 今庁内で統合となる学校の跡地利用について協議をさせていただいており

ます。検討委員会としての視察は、残念ながらいたしておりませんけれども、個人的には行ったこ

とはございます。

〇議長（三田敏秋君） 本間善和君。

〇３番（本間善和君） ぜひとも私は、机の上のリストも大切なのですけれども、やはり廃校となる

学校をそのメンバーで一度見てもらいたいと思っております。というのは教育長、山北の北小学校

の今廃校になる校舎、当然教育長はご存じだと思うのですけれども、コンピュータールームという

棟があると思うのですけれども、１棟。コンピューターだけではないのですけれども、多目的棟と

いう格好で新しく建てた校舎でございます。ご存じですか、まず。

〇議長（三田敏秋君） 教育長。

〇教育長（遠藤友春君） 教育委員会訪問もしていますし、個人でも何度も訪れたことがありますの

で、立派な新しい環境の校舎であるということは認識しております。

〇議長（三田敏秋君） 本間善和君。

〇３番（本間善和君） 市長、今聞いたように新しくて立派だという格好で、私それにつけ加えさせ

てもらいたいのですけれども、まだ十四、五年しかたっていないという校舎なのです。それで、建

物自体が中は鉄骨でできていますが、表面を全部山北杉で覆っているという校舎でございます。私

も何回か、先般もちょっとお伺いして校長先生に案内してもらって校舎を見させてもらいました。

本当に申しわけないのだけれども、村上の本庁舎よりよほどいいと、そういうものが廃校になると

いうのが現状なのです。そして、木材を大量に使っているのです。山北杉を大量に使っているとい

うことで、私はこういうところで林業に学ぶというものができてくれば、やはり環境的にも非常に

恵まれたところでできるのではないかと。そして、近くには森林組合、村上市ナンバーワンの森林

組合の隣もあるという状況でございます。全て私は、県に市長がこれから強く要望するという格好
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でございますが、その辺のところも大いにＰＲしながら、こういう場所なのだよと。特に山北地区

というのは、93％森林で占められています。林業が第１番目だという時代もあったのです。それが

なかなかその後継ぎがない、そういう問題で山は荒れてくる。林業の後継ぎがなくなってしまう。

他県から、他の市町村から林業の本当の従事者ごと呼んでこなければならないというのがもう現状

だということになっていますので、その辺のところを強く心の中に置きとめて要望なり、そういう

ことをしていただきたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。

次に、空き家のことについてお伺いしたいと思います。皆さんにお配りした資料の裏のページに

なります。この資料は、私ことしの１月に入ってからなのですけれども、市民課から聞き取りしま

して自分でつくった資料でございます。数字的にはまだ調査中という格好で、最終報告ではありま

せんので、聞き取りですので、若干のずれはあると思いますが、ちょっと聞いていただきたいと思

います。ご存じのとおり、平成29年度の市民課の事業費として市内の空き家等と思われる件数を

1,700件調査した結果でございます。一番上の四角の表の欄ですが、利活用が見込める空き家、これ

が345、これというのは備考欄のほうちょっと右側になりますが、私実は備考欄というの取って書い

たのですが、そのままで売れる見込みのある物件、多少修繕すれば売れる見込みのある物件という

格好で、はっきり言えばリフォームしたり、そのままでも売れるよという非常に利活用ができそう

な、できるという、進めてもいいよという物件でございます。それから、建物を解体し、更地にす

れば売れる見込みの空き家という格好で、建物自体は価値が余りないのだけれども、その建ってい

る場所が市内地とか、道路に面しているとかというふうに私は捉えました。そういうことで、それ

が119件、はっきり言えば優良な物件と、土地も含めてという格好で。そういうふうにとっていくと、

1,700のうち464がはっきり言えば優良な物件というふうに私は捉えました。それから、その下の、

これが問題なのです。管理不能な空き家、はっきり言えば解体を要する危険な空き家、これが343件

あると。今回の提案の危険な空き家の対策というのがまさしくこれなのです。その他という格好で、

せっかくの表ですからちょっと説明しますが、その他ということで893件、これは適正な管理がされ

ていたものや空き家でなかったものという格好で、はっきり言えば空き家になっているみたいだけ

れども、盆暮れには来るとか、３カ月に１遍帰ってくるとかという格好で皆さんが使っているとい

う物件でございます。合わせると、1,700というトータルが出てきます。

私そこで、今途中にもお話ししたとおり、この危険な空き家、これがはっきり市民の皆さんが困

っているというのはこの空き家なのです。はっきり言えば、ことしあたりの大雪、それから爆弾低

気圧という格好で、やはりこの村上地区にはいろんな自然災害を及ぼすおそれのある気象条件があ

らわれます。そういうときに、こういう空き家があることによって、うちにトタンが飛んできた、

瓦が飛んできたというのがやはりあるのです。私の住んでいるところにも、集落なんかにも幾つも

あります。多分皆さんの住んでいる家の周辺をぐるっと見れば、１軒、２軒もうあるというのが今

の現状だと思います。そういうことで、確かに先ほど市長の答弁には少しずつではあるが、指導の
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ものを協力をして進めているという格好でのお話はありましたが、私にすればまだまだそれが手薄

なのではないかと、そういう気がするのです。

各支所長にちょっとお伺いしたいと思います。各支所長、こういう苦情というか、こういうもの

についてやはり住民からの問い合わせ等があるかないか、ちょっとお伺いしたいと思いますが。議

長のほうから好きなように。

〇議長（三田敏秋君） 神林支所長。

〇神林支所長（鈴木芳晴君） 神林支所管内においても、そのような苦情はございまして、現場のほ

うに担当が参って、その状況等も把握して対応しております。

〇議長（三田敏秋君） 荒川支所産業建設課長。

〇荒川支所産業建設課長（佐藤義信君） 荒川支所につきましても、そのような物件がございまして、

直接の担当ではありませんが、その対応等については職員が行って、危険なところについては危険

防止の措置等をとっているというふうにお聞きしております。

〇議長（三田敏秋君） 山北支所長。

〇山北支所長（斎藤一浩君） 山北支所管内におきましても神林、荒川と同様で、そういったような

苦情の申し出がございます。職員の体制につきましては神林、荒川と同様に行っているところであ

ります。

〇議長（三田敏秋君） 朝日支所長。

〇朝日支所長（岩沢深雪君） 朝日支所においても、同様な苦情がございます。このたびの荒沢の大

雪による倒壊の際にも、うちの職員とあと市民課の担当の職員が一緒になって対応いたしました。

以上です。

〇議長（三田敏秋君） 本間善和君。

〇３番（本間善和君） 今お聞きのとおり、やはり支所にはかなりの件数こういうものが市民の皆様

から電話なり相談なりで入っているということが事実だと思います。職員の方々それぞれに各支所

担当の方が現場に赴き、やはり状況を見たり、写真を撮ったりという格好までは皆さん本当に努力

していると思うのですが、いざその先なのです。本当にその空き家に対して誰が所有者で、その方

までお話をして、そして解体、一部この部分は壊れているのだから、隣の人が困っているよと。通

路の、通学路の脇なのだから、ここは危険なのだから、この部分は解体をお願いします。片づけて

くださいという格好で、そこまではなかなか進んでいないと私は思っております。やはりその部分

には、本当に個人の財産なものですから、非常に難しいのです、そこまで踏み込むということは。

非常に私もこれは抵抗があると思います。しかし、やはりそこを打破していかなければならないと

いうことで、私が調べた中一部でございますが、このペーパーのところにもちょっとお書きしまし

たが、解体費に補助金を出している市町村ということで、私もこれ補助金を出すのが妥当なのか妥

当でないのかと。個人の私物ではないかということもあるのですけれども、やはり現状として私は
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支所等々一生懸命頑張っているのですけれども、解体が進まないというのが現実だということで、

多分これらの市町村についても、隣の山形県の庄内町、それから長野県、奈良県といった格好で幾

つか明記させてもらいました。まだまだありました。そういうことで、限度があるということで、

その先を一般市民、住んでいる市民のためにやはり打破しなければならないということで、これは

多分市町村の長は英断を下したのだろうという格好で、上限を求めた補助金を出しているというこ

とだと思います。

中には、やはり同じ例えば市、同じ町に住んでいる方は補助金がこれ、私の現住所は東京にあっ

て、空き家が地元にあるという方はランクを下げているとかという、やはり細かな規制をかけてい

ました。やっぱりこれは当然だと思います。市民税も納めていない方のところへ市民と同じような

補助金を出すというのはいかがなものかと。そういうところを要綱を見ると、やはりかなり厳しい

要件でございました。というのは、私物に対しての補助金という格好でのやはり考え方、当然だと

私は思いましたが、市長、この辺を聞いていかが思いますか。

〇議長（三田敏秋君） 市長。

〇市長（高橋邦芳君） 議員が今ご披露いただきました内容を踏まえて、そういう取り組みを進めた

いということで、平成30年度計画を策定する予定にしております。そのための前段階として、今回

は専門的な知見から村上市内におけるその空き家の状況どういうものなのかということを調査しよ

うということで取り組みをさせていただきました。支所のみならず、この1,700件という部分につき

ましては市全体でありますので、その中で利活用が見込める空き家、また解体して更地にすれば売

れる見込みの空き家等々、こういう分類がどういうふうな根拠によってなされたのか、私ちょっと

承知していないものですから。ただし、管理不能な空き家と思われるものについては343件あるよと

いう報告はいただいておりますけれども、まさにここの部分が専門的な立場でなければわからない

部分であります。ですから、ここの〔質問終了時間10分前の予告ブザーあり〕ところをしっかり捉

えた上でそれをどういうふうに対処していくのかということを平成30年度に委ねたいというふうに

思っているところであります。

それで、さらには今回その調査をする課程において、もう既にそれが例えば売買に至るものがあ

るのであれば、また貸すことができるものであるならば、それはご専門の立場から専門事業者さん

に今回頼みましたので、もうどんどん進めてくださいということもあわせて指示をしております。

そういった意味において、一つ一つそういうものをクリアしていくということが必要だなというふ

うに思っております。解体なかなかこれ難儀な作業になりますので、事情もケース・バイ・ケース

でいろいろなところがありますので、そのことを私も十分承知をしております。ですから、そこの

部分については、補助金を交付する形で解体が進めたほうがより市民の利益につながるという部分

については、やっぱり考えていかざるを得ないだろうということを踏まえて、平成30年度にしっか

り制度設計をしていきたいというふうに思っております。
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〇議長（三田敏秋君） 本間善和君。

〇３番（本間善和君） この件についてはもう少しだけ、ちょっとだけ、あと蛇足でちょっとお話し

したのが、参考という格好でこの下に書かせてもらいました。現在そういう空き家というものを解

体すると坪３万5,000円ぐらいというのが相場だそうです。１件の50坪ぐらいが大体平均だという格

好で、175万円から200万円前後のお金がかかっていると。やはりこれがためらって皆さん壊せない

と。私も、そういう方に聞いたのですけれども、何で壊せないのと、この問題集落で困っているの

にと。この金なのだそうです。だから、きっかけでもいいですから、年度を区切って私に言わせれ

ば５カ年ぐらいの期限つきのやつで促進させるというのも一つの手ではないかということで、これ

から平成30年度検討する中で皆さんで知恵出しをしていただき、促進願うようにひとつお願いした

いと思います。

それでは、次の３番目についてでございます。国道345号沿線の自然災害についてでございますが、

ご承知のとおりこの345号、例年のごとくことしの冬もやられました。非常に私危惧したのがこのお

正月前、29日、30日という格好で海岸線の中でも特に板貝集落、それから今川集落が孤立するよう

な状況になりました。建設課長、ご存じで、現場見てきましたか。

〇議長（三田敏秋君） 建設課長。

〇建設課長（中村則彦君） 今回のその板貝、もう一カ所脇川の陥没事故につきましては、県のほう

から連絡いただきまして、私のほうも現地のほうを確認に参っております。

〇議長（三田敏秋君） 本間善和君。

〇３番（本間善和君） ありがとうございます。

私、この板貝のところなのですけれども、深浦という海岸のことはご存じだと思います。ここ数

年ということはここに書かせてもらいましたが、私の記憶では10年以内に３回はこんな大きな全面

通行どめという格好になりました。非常にこれ県の事業なものですから、皆さんが市長を先頭に担

当課長方が常に毎年のように陳情、要望という格好をとっているのは承知の上でちょっとお話しさ

せてもらいますが、要望してもなぜこれが進まないかというのは、私の考えるところなのですけれ

ども、県立自然公園、沖に離岸堤を入れられないとか、やはりそういう問題が板挟みになっている

のではないかと、そう思っております。県もやりたいけれども、やはりそういう規制がかかってい

るので、離岸堤も入れられない、道路守れないという状況に板挟みになっているのではないかと、

そう思っております。その辺のところを十分理解した上で一つの提案ですけれども、山形県が鼠ケ

関から鶴岡に向かって７号沿線、ほとんどの護岸波返しというものを、はっきり全部壊さないで、

建設課長特にご存じだと、見ているかもしれませんが、大きく海側のほうに反り返した護岸をつく

っています。それ下から全部つくり直さなくてもいいと。今のアスファルトの道路面からわずか二、

三メートル削ったところから切り飛ばして、その上の部分だけ返して、波が表面から来たものを越

波して国道に上がらないように〔質問終了時間５分前の予告ブザーあり〕大きくＲ状にしてまた海
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に戻してやると、そういう護岸をつくっております。県立自然公園で離岸堤も入れられないと、テ

トラも入れられないという状況での板挟みになっているかと思うのですけれども、できればそうい

う要望の仕方、提案の仕方という格好で取り組んでいただければと思いますので、ひとつよろしく

お願いしたいと思いますが、建設課長いかがでしょうか。

〇議長（三田敏秋君） 建設課長。

〇建設課長（中村則彦君） 今ほど議員のほうからご紹介にありましたその波返しの改修の方法につ

きましては、私も存じ上げてございます。こういうふうなやり方、今上海府、下海府地区のほうも

対応できないかというふうなことを地域整備部の皆様方とも相談させていただいているところでご

ざいます。

〇議長（三田敏秋君） 本間善和君。

〇３番（本間善和君） よろしくお願い申し上げます。

それでは次に、最後になりましたので、最後の災害全般ということで、特に津波のことについて、

先ほど市長から答弁ありました。多分みんなご存じの上での答弁だと私も思いますが、昨年の11月

に県から発表された津波想定の浸水面積と最大津波についての水高、それから浸水面積について発

表されています。総務課長に行くと思います。ちょっと聞いていただきたいと思いますが、この中

で村上市というのは、最大津波高4.6メートルから14メートルと。莫大な数字でございます、14メー

トルになると。これが村上市でございます。1,108ヘクタール浸水するという格好です。私たちの村

上市の津波の津波災害対策編、ここに私たちの地区ではというと、現状のやつですけれども、多分

課長がご存じだと思うのですけれども、津波高3.6メートルから5.4メートルを想定したという格好

での記載になっております。中でも、その中でも最も高くなるのが瀬波浜町、吉浦集落、桑川付近

と、この辺が一番高くという格好での想定という格好になっております。やはりこのことを踏まえ

ると、最近新潟市も大きくこれ取り組むという格好でニュースに流れました。私は、県が国が出し

たデータ、県が出したデータという格好でここまでもうデータが出ているのですから、このデータ

に基づいた4.6メートルから14メートルという格好での想定をしたもう一度マップの見直しという

のはやはりやるべきと思いますが、課長どう思いますか。

〇議長（三田敏秋君） 総務課長。

〇総務課長（佐藤憲昭君） まず、定義について申し上げたいと思いますが、この14メートルという

定義につきましては、東京湾の平均海水面、これをゼロとして高さを設定してございます。それで、

この14メートルは、海岸から30メートルの沖合いの高さを想定しておりまして、海岸線に着く場合

にはその高さが減衰されます。当市、市長は答弁にもありましたように、村上市が県のデータをも

とに平成25年多額の費用を投入して秋田沖、山形沖、粟島沖のこの３連の地震を想定して災害水位

を出してハザードマップにしてございますが、村上市の最高到達点が、地名を言って申しわけござ

いませんが、板貝で10.6メートルでございます。県の公表値であれば7.4メートルございます。それ
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から、議員の地元でございます寒川付近でございますが、勝木川で県公表は7.3メートル、村上市が

8.3メートルを予定してございます。高いところもあれば若干低いところもございますが、村上市が

ハザードマップで想定された高さ、それから到達時間、面積等についてはさほど変わっていない。

ただ、県が公表されておりますので、これは案として公表されていますが、今後正式に公表される

場合は〔質問時間終了のブザーあり〕その辺見きわめて検討してまいりたいと思います。

〇３番（本間善和君） 時間が来ましたので、これで終わります。ありがとうございました。（拍手）

〇議長（三田敏秋君） これで本間善和君の一般質問を終わります。

午前11時５分まで休憩します。

午前１０時５１分 休 憩

午前１１時０５分 開 議

〇議長（三田敏秋君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

〇議長（三田敏秋君） 次に、21番、佐藤重陽君の一般質問を許します。

21番、佐藤重陽君。（拍手）

〔21番 佐藤重陽君登壇〕

〇21番（佐藤重陽君） 新政村上の佐藤重陽でございます。時間をいただいたので、私の一般質問を

させていただきます。

私の一般質問は、書いてありますとおり１点。質問事項、市内の商店や商店街の振興策について

ということでございます。近年、市内の商店数は激減しています。小売店を中心に閉店・廃業がと

まりません。店主の高齢化により後継者が村上市にいないことや、消費者の購買行動の変化などが

要因であると考えられます。ある意味、時代の中で町なかの商店が淘汰されることは仕方のないこ

とかもしれませんが、近所に小売店がなくなることで、お年寄りを初めとした交通弱者やインター

ネットなどを活用できない方々の日常生活に不便を来していることも事実です。市内に空き店舗・

空き家がふえることでまち・集落の活気がなくなり、お店を閉店・廃業したことで市外へ住む親族

のところへ移住する方々もおられ、地域の過疎化が人口減少を一層加速していると考えられます。

人口減少を食いとめるという観点から、また町のにぎわいを創出するという観点から、村上市とし

て商業振興に対する独自の施策を導入すべきと考え、市長にお尋ねします。

①、次年度、市が力を入れる商店や商店街に対する施策があればお聞かせください。

②、市内全域の既存商店を対象に既存店舗の継続や後継のための支援策として、店舗改装などリ

フォームに係る事業に対し、市が独自の支援策を打ち出すことができないかお尋ねします。

また、長年にわたり公僕として職責を全うされ、この３月定例会を最後に退職をされる課長、支

所長がことしも８名おられます。中村るみ子会計管理者、鈴木芳晴神林支所長、中山明環境課長、
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加藤良成福祉課長、山田義則農林水産課長、小川寛一農業委員会事務局長、中村則彦建設課長、東

海林則雄都市計画課長、皆さんには心から感謝とお喜びを申し上げます。まだまだ当村上市におい

ては、ご尽力いただきたい方々ばかりであります。そこで、職責を通した経験をもとに、退職され

る方々から最後に一言今後の村上市行政運営についてなど、質問席よりお聞かせいただきたいと考

えております。

以上、よろしくお願いいたします。

〇議長（三田敏秋君） 市長。

〔市長 高橋邦芳君登壇〕

〇市長（高橋邦芳君） それでは、佐藤議員の１項目のご質問につきましてお答えをさせていただき

ます。

市内の商店や商店街の振興策についての１点目、次年度市が力を入れる商店や商店街に対する施

策はあるかとのお尋ねについてでございますが、市内全域で小売店を中心に廃業される個店があり、

地域経済はもとより市民生活にも影響が出ているとのお話を伺っております。昨年７月には、市内

各商店会の代表者にお集まりいただき、商店会の現状と今後の取り組みについて話し合う場を設け

させていただきました。全体といたしましては、議員ご指摘のとおり店舗数の減少により活気がな

くなってきていること。その要因として、後継者難の課題があること。頑張っておられる個店の皆

様もおられるものの、商店街としては年々厳しさが増していること等の現状報告がありましたが、

具体的な解決策までの議論には至りませんでした。来年度は、商工観光課が分課となり、地域経済

振興課として商店及び商店街への支援を行ってまいりますが、現地聞き取り調査を積極的に行い、

それらの意見を産業支援プログラムや制度融資の信用保証料の改定に反映させ、より利便性が高く、

効果が発揮できる制度設計に取り組んでまいります。

次に２点目、既存店舗の継続や後継のための支援策として、店舗改装などリフォームに係る事業

に対し、市が独自の支援策を打ち出せないかとのお尋ねについてでございますが、さきの産業振興

懇談会でも、親が一生懸命商売をやってもうかっていれば、子どもも必然的に跡を継ぐという意見

が出されておりました。商売を継続させるには、店舗のリフォームだけでなく新商品の開発やホー

ムページの開設など魅力ある店舗として市内のみならず市外へも積極的にＰＲしていく必要があり

ます。１点目のご質問にもお答えいたしましたとおり、来年度聞き取り調査を実施して産業支援プ

ログラムを初めとする小規模事業者等に対する支援制度の見直しを行うことといたしておりますの

で、商工会議所や各商工会、金融機関とも連携し、売り出す力、販路の拡大など総合的に支援して

まいりたいと考えております。同時に、新たに創業を志す方たちの支援も行い、まちのにぎわい創

出に努めてまいりたいと考えております。

以上であります。

〇議長（三田敏秋君） 佐藤重陽君。
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〇21番（佐藤重陽君） ご答弁大変ありがとうございました。言われることもっともだなというふう

に思って聞かせていただいておりました。

１点目から支援策ということで、金融支援から始まってさまざまな支援が予算書を見ても出てま

いりますし、本年の市長の当初予算また所信表明などの中にもあらわれてくるものがあるかなとい

うふうには感じております。その中で、私はあえてその店舗のリフォームなどの支援を市独自でし

たらどうかなということを感じたのは、市長が言われるように店舗だけの問題ではないと。確かに

無店舗売買で、通販などインターネットを使った事業で業績を伸ばしている個人の方々もおられま

す。業種によっては、もう今インターネット中心にやっている若い方もおられますので、それはそ

ういうもので市でできるバックアックがあればいいのかなと。今のところ独自でアイデアの中でや

っている方々に市がかかわるものはないのだろうと思うのですが、ただ私はヒントとして考えたの

は、なかなか高齢になって後継者がいない。または、その店舗を誰かに使ってもらうにも、なかな

か古くてそのまま使い回せない、そういう方々のその店舗リフォームに市がかかわったらどうなの

かなと。空き店舗対策として市としては力を入れてお金を出しておりますけれども、空き店舗にな

らないような一つの施策として、私も言われたそのとおりかなと、私もそういう経験がありますの

で、一旦空き店舗にしてしまうと、なかなかその次を使うというのは難しいのです。逆に言えば、

もうそろそろ自分は引退かなと。やめよう、やめどきだなというときに、その自分がやっている間

に次の方を探す。要するに、自分の商売の後継者というよりは、自分の店舗を次に生かしてくれる

方を自分がやっている間に探すと、これも一つの大事なことという、それも大事なきっかけなのか

なと。あいてしまってから使う人を探す、使ってもらうのでなくて、あく前に次この立地の中でこ

ういう商売をやってみたい、そういう支援プログラムとしての店舗リフォームがないのかなという

ふうに思うわけであります。

もう一つ別な意味で言うならば、ことしも今好評でありますが、住宅リフォームについて、非常

に市内の中では歓迎される事業として、行政としての成功事例として今非常に取り組まれている事

業が住宅リフォームなのかなというふうに思うわけであります。そこで、ひとつ窓口の課に聞きた

いのですが、住宅リフォームの主な事業としての目的は何で始めたのか、少しお尋ねしたいと思い

ますが、よろしくお願いします。

〇議長（三田敏秋君） 商工観光課長。

〇商工観光課長（竹内和広君） 長年希望があったわけですが、基本的には私ども商工観光課が担当

しておりますので、経済対策としての取り組みでございます。

〇議長（三田敏秋君） 佐藤重陽君。

〇21番（佐藤重陽君） 理屈は同じことなのかなと思うのです。住宅だからということでなくて、町

なかの再生には必ず空き店舗、空き家というのは一般住宅も出てまいりますが、どちらかというと

空き店舗が多く出てくるのでないかなと。住宅兼用の空き店舗がたくさん出てくるのでないかなと
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いうふうに思うのです。そうしたときに、やはり市内の経済効果という意味では、一般住宅のリフ

ォームであれば使いやすい。ただ、私のところは、例えば店舗兼用の住宅だから住宅リフォームが

使えないというような場合も出てくるのだろうなと。それを少し市内経済の影響を考えてというこ

とであれば、発想は同じところにあるわけですから、しかも私が言っているこの店舗改装リフォー

ムというのは、市内経済の刺激もそうでありますし、先ほども言いましたが、空き店舗になる前の

策として何か考えられないかなということで、後継者のための支援だったり、そこで何か新たな事

業を起こしたいという方々の支援であったり、そのきっかけづくりとして店舗改修リフォーム的な

ものが事業として導入できないかなというふうに思っているわけであります。その辺、またあえて

いかがなものでしょうか。

〇議長（三田敏秋君） 商工観光課長。

〇商工観光課長（竹内和広君） 非常に大切な視点だと思っております。私も、議員の質問を受けま

して、実際どうなのだろうということで、ちょっと村上商工会議所管内だけで恐縮ですが、平成28年

度に20店舗の、会員のみですけれども、20件やめ、廃業されたそうです。そのうち５件の方、４分

の１が後継者がいないからやめましたという報告を受けておりますし、平成29年度も現在で19店舗

が会員をやめますと。理由はそのうち４件が、やはり４分の１程度が後継者がいないからやめます

と。その他いろいろな事情があるわけですので、それらを考えますと、議員の質問どおり、市長答

弁にもございましたように、来年度積極的に聞き取り調査を行うと。その中でも、やはりその視点

も踏まえて、いろんな形で事業者様の意見をお聞き取りさせていただいて制度設計の中に組み込め

るかどうか、前向きにちょっと検討させていただきたいというふうに思っています。

〇議長（三田敏秋君） 佐藤重陽君。

〇21番（佐藤重陽君） ありがとうございます。

確かに市長答弁の中で、来年度産業支援プログラムの中で売り出す力、創業支援などについてと

いうことで今これから相談していくのだということでありますので、それはそれとしてぜひお願い

したいというふうに思うのです。そういう意味で、事前の考え方の整理のつもりで聞いていただき

たいし、質疑を受けていただきたいなというふうに思うのでありますが、言うてみて空き店舗、古

民家対策としては、市もいろいろ思いをめぐらしながら事業を取り組んでいるわけであります。ま

た、起業、要するに商売を始める方の支援としては、県なども力を入れた支援策が出ているように

私も感じております。ただ、その中でやはり物足りないなと。今自分の中で過去を振り返って、ま

た周りを見て思うのが、継続のための支援策がないのかなということと、あともう今商売をやって

いる方でも、例えば今の商いをやっていては後継者がいない。または、今の商いではもう先が見え

てきた。異業種転換でいってみようではないかと。今まで例えば、いい例が出てきませんけれども、

眼鏡屋さんをやっていたと。この眼鏡屋から今度は例えば全然違う衣料品に行ってみようかとか、

こういう飲食関係に業種転換してみようかというような方々の支援策にもできないのかなと。これ
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から始める方の支援策はいろいろメニューはそろってきていますけれども、異業種転換であったり、

その後継のための、またはその店舗の継続のための支援策というのをやはり考えていったらどうな

のかなというふうに思っているのですが、異業種転換への支援策というのは、今具体的に私はある

かないかわかりませんので、そういうものは何かメニューの中であるものがありますか。

〇議長（三田敏秋君） 商工観光課長。

〇商工観光課長（竹内和広君） 産業支援プログラムの中で創業応援という形はとらせていただいて

いますが、もう創業されている方が異業種という場合のはっきりとした支援制度はございません。

それにかけて販路拡大したり、いろんな形で試作品をつくったりしたいのだというようなメニュー

は用意してございますので、一番有効的な組み合わせはしていかなければならないのだろうなとい

うふうに思っております。

〇議長（三田敏秋君） 佐藤重陽君。

〇21番（佐藤重陽君） 市長からも、また商工観光課長からも、次年度に向けて産業支援プログラム

の中で、またこの問題に対しても検討していきたいというようなことが出ておりますので、これ以

上今現在深追いするものはないのですが、空き店舗、空き家を出さない施策の事業化としてぜひ取

り組んでいただきたいし、その発想の根源は空き店舗をなくすということ、減らすということ、そ

して住宅リフォーム事業の補助金と一緒で、市内の経済振興の刺激のためにという発想の中で、何

とか取り組むことによって市民、商店、商業を刺激できないかなということであります。市長、そ

の辺今までの中でいかがでしょうか。

〇議長（三田敏秋君） 市長。

〇市長（高橋邦芳君） 今の我々の置かれている状況を非常にわかりやすくご説明をいただいており

ますし、我々の施策に通ずることもしっかりと連携できる部分はあるなというふうに感じているわ

けでありますが、まずもってその後継者の部分につきましては、創業されたやはりその店舗がある

わけでありますので、そこがそういう形で継続ができる形の中であれば、しっかりとそこでまず後

継をつくっていただく、またつくりやすいという環境もあるのだろうというふうに思っております。

それが今なぜそうなっていかないかというのは、多分購買力が下がっている。要するに、消費が下

がるから商いができなくなっていっているということなのだろうというふうに思っているわけであ

りますけれども、そのためでは何をすればいいのか、そこをしっかり挙げていくという話に当然な

るわけです。

例えば一つの例でありますけれども、町屋勤労会の皆さん方が町なかから離れたその方を地元か

ら求めるだけでなく、交流人口、関係人口としてよそから入れることによって、少なからずやはり

消費につながっているのだろうというふうに思っております。ですから、そういうふうな仕掛け、

また今の社会に合った形でのそういうふうな取り組みということをこれからアンテナ高くしながら

取り入れていくことが必要なのだろうというふうに思っております。それと同時に、ＩＣＴを活用
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した全くバーチャルな世界の仮想の商店街というようなイメージの部分も、しっかりと併用しなが

らやっていくということがこれからのこの社会の中で生きていくそういう商業、商いをやっていく

という意味では必要なのだろうというふうに思っております。ですから、その辺の視点も含めて今

回産業支援プログラムを中心として幾つか提案させていただいている部分でありますが、今商工観

光課長のほうからも答弁をさせていただきましたとおり、いろいろやっていく中で課題もあるし、

もっと使いやすい方法もあるだろうということもあります。現在村上市は市内の金融機関とも連携

をさせていただいておりますので、やはりそのノウハウというのは、彼らが一歩も二歩も先を行っ

ているわけでありますから、それを存分に活用して、各事業主の皆様方と連携をしてもらうという

仕組みもさらに進めていくということが必要だろうというふうに思っております。

異業種に転換するのは、これ多分非常に大きなエネルギーを必要とするのではないかなと、私素

人ですけれども、そう思っています。そうであるならば、先ほど申し上げましたとおり、対象とな

るその消費者を拡大するような仕組みと併用しながら、これまで長く積み上げてきたスキルを存分

に活用して、今までなれ親しんだその業種をしつかりとクオリティーを上げていくというのも一つ

の手か。そこの部分を応援していくという意味では、その金融の応援また行政からのそういうキッ

クオフ的な部分に関する支援、そういうものも併用しながらいろいろな方策、総合力で対応してい

くということが必要だなということを改めて感じているところであります。

〇議長（三田敏秋君） 佐藤重陽君。

〇21番（佐藤重陽君） ありがとうございます。

私実はこの同じ質問を、ちょっと調べたのですけれども、いつだったか、間違っているかもしれ

ませんが、平成26年の９月定例会か何かに同じ質問をしております。そのときとちょっと質問する

観点は少し違ってきているのですが、行政の取り組みのそのとき、３年ぐらい前の話であっても、

もうやはり徐々に変わってきているなという肌で感じるものがあります。それが時代の流れの中で

求められていることだから当然そうなのですが、その中で本当にできること、また今求められてい

ることによって、手を出すことによって、ちょっとしたきっかけをつくることによって、少しでも

にぎわい、活気が出てくるような、またやはりお年寄りと言えども大切な村上市の人口を構成して

くださっている方々であります。そういう方々がその村上から離れなくてもいいような事業展開を、

人口減少の食いとめるために施策として手を打っていただきたいなというふうに思うわけでありま

す。これを実際には平成30年度の中で産業支援プログラムの中で売り出す力、本当に大事なことだ

と思うのです。もうかる商売だからこそ続くのでありまして、もうからないものを継続しろという

ことは無理なので、いかにしたらもうかるのか。いかに、どんな業種で町なかでやるならやってい

くべきなのか。いろんな角度からいろんな分野についてのその検討ができて支援ができるならば、

そんないいことはないのかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。私の

その市内商店、商店街の振興策についてという質問はこれで終わらせていただきます。



- 149 -

先ほども言いましたように、ことしもまた昨年に続いて８人の課長、支所長が、この議場におら

れる方々が退職されるわけであります。その方々に自分たちが40年近く、40年前後培ってきた行政

としてのノウハウを生かしたご提案、ヒント、また自分がやってきたことに対する思い出などがあ

れば、何でも結構であります。一言頂戴したいなというふうに思っております。

初めに、恐縮であります。中村るみ子会計管理者からお願いしたいというふうに思います。

〇議長（三田敏秋君） 会計管理者。

〇会計管理者（中村るみ子君） 貴重なお時間を頂戴いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。

私は、昭和57年に旧神林村役場に入庁いたしまして36年間、合併後は８年間本庁でお世話になり

ました。過ぎ去った日々を振り返りますと、今では本当に短く感じておりますが、この間議員各位

を初め、多くの市民の皆様にご指導を賜り、支えていただき、この場に立たせていただきますこと

に心から感謝を申し上げます。そしてまた、職務を通して出会うことができました全ての方々にお

礼を申し上げたいと思います。職は離れますが、これからもいただいた経験を糧としまして、村上

市の輝く未来を応援してまいりますとともに、ふるさと村上のさらなる発展と皆様のますますのご

活躍を祈念いたしております。長い間本当にありがとうございました。（拍手）

〇議長（三田敏秋君） 佐藤重陽君。

〇21番（佐藤重陽君） ありがとうございます。

実は、中村るみ子会計管理者については私は思い出が思いまして、よく仕事で旧神林村役場へ行

きますと、やはり収入役室に長くおられたように感じておるのでありますが、なかなかその分野で

新市に来てもこうやってご尽力いただき、村上市の金庫番ということで長く尽力されてきたのだろ

うなというふうに思っております。そんなことがこれから市民となっても何らかの形で市政に生か

していただくようなご提案、またはご意見が頂戴できればというふうに思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。

続きまして、鈴木芳晴神林支所長、よろしくお願いいたします。

〇議長（三田敏秋君） 神林支所長。

〇神林支所長（鈴木芳晴君） 私は、旧神林村役場に採用させていただきまして40年間、現在まで至

ったわけでございますけれども、その間旧神林村時代ではございますが、皆さんもご存じのように

全村圃場整備という大事業に対しまして、一員としてかかわらせていただいたことが今思えば一番

心に残っていることでございます。そして、その後合併いたしまして10年、そしてそのうち４年間

神林支所長として大役を拝命させていただきました。その間、ここにおられる議員各位の皆様には

ご指導、ご鞭撻をいただきまして、大変ありがとうございました。この場をおかりして御礼を申し

上げたいと思います。

また、今村上市においてはこれはどこの、全国各地でそうでございますけれども、少子高齢化に

伴う人口減少問題等もろもろの問題がございますけれども、私個人といたしても、退職後も村上市
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の発展のために微力ではございますけれども、ご協力をさせていただきたいと思っておりますので、

今後ともよろしくお願いいたします。大変お世話になりました。（拍手）

〇議長（三田敏秋君） 佐藤重陽君。

〇21番（佐藤重陽君） ありがとうございます。

神林の鈴木支所長とは、私神林村役場時代には全然役所で会うという機会はなかったのでありま

すが、ただ高校時代に彼氏はたしか野球、私は陸上部でグラウンドで共有していたような思い出が

あります。その中で、非常に高校時代から私が１つ、２つ違いで好青年だなんていう言い方おかし

いですが、なかなかいい男でうらやましいなと。これはもてるのだろうななんて思いながら、よく

グラウンドで野球している風景を見ながら私周りを走っていた記憶があります。本当にお疲れ様で

した。また、これからもよろしくお願いいたします。

続きまして、中山明環境課長、お願いいたします。

〇議長（三田敏秋君） 環境課長。

〇環境課長（中山 明君） 環境課長、中山明でございます。私、昭和53年に旧神林村役場に採用さ

れまして、このたび退職ということで40年の長い間大変お世話になりました。旧神林時代は、道路

改良事業、圃場整備事業、下水道整備事業等々の業務に携わらせていただきました。平成20年の市

町村合併で本庁勤務を命ぜられまして、平成27年から環境課長を拝命させていただき、３年目とな

りました。平成25年からかかわってきました洋上風力発電事業の推進業務は、将来日本が進むべき

発電として捉えまして、やりがいのある光栄な業務として進めてまいりました。務めてまいりまし

た。平成26年には市議会の推進の決議をいただき、事業実現に向けて推進してきたところでござい

ます。洋上風力発電は、これからの大切なエネルギーと考えておりますので、導入実現に向けて甚

だ僣越でございますけれども、引き続き村上市議会の皆様のご支援をお願いし、また今までの感謝

を申し上げまして、簡単ではありますけれども、退職の挨拶とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。（拍手）

〇議長（三田敏秋君） 佐藤重陽君。

〇21番（佐藤重陽君） ありがとうございます。

環境課には事あるごとに、近年はちょっと少なかったようですが、課長になった当時はよくいろ

いろ面倒なことでご相談にお伺いしました。ありがとうございました。

続いて、加藤良成福祉課長、お願いいたします。

〇議長（三田敏秋君） 福祉課長。

〇福祉課長（加藤良成君） 貴重な時間をいただきまことにありがとうございます。私は、旧山北町

で26年間、それから村上市役所で10年と合わせて36年勤めさせていただきました。この間、一番貴

重な経験をさせていただきましたのが議会事務局で８年間でございます。30歳少し前から30の半ば

ごろまでということで務めさせていただきました。前の議長の板垣さんも議員でいらっしゃったわ
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けでございまして、本当にたくさんのことを教えてもらい、いろいろなことを学ばせていただきま

した。本当に感謝しております。また、保健医療課、税務課、福祉課と異動しまして、議会では市

民厚生常任委員会に出させていただきました。この間、議員の皆さんにはいろいろとご指導、ご鞭

撻たくさんありがとうございました。退職後は、健康に気をつけて過ごしたいと思います。

最後になりますが、村上市にはさまざまな課題があります。村上市の発展を祈念しまして、挨拶

とさせていただきます。本当に長い間ありがとうございました。（拍手）

〇議長（三田敏秋君） 佐藤重陽君。

〇21番（佐藤重陽君） ありがとうございます。

福祉課という間口の広いところであります。私も、それこそやはりいろいろお世話になりました。

ありがとうございます。

続きまして、山田義則農林水産課長、お願いいたします。

〇議長（三田敏秋君） 農林水産課長。

〇農林水産課長（山田義則君） 貴重な時間をいただきまして、お礼申し上げます。私は、昭和53年

に神林村役場に採用されまして、平成27年度から農林水産課長を拝命し、農林水産業の制度改革が

行われる中、議員各位のご指導を賜り、担い手対策、そして構造改善等農林水産業業務に携わらせ

ていただきました。これからの本市の農林水産業のさらなる振興、発展には社会情勢が大きく変わ

る中、生産者、そして現場、市議会、県、関係団体の積極的な取り組みが重要であると考えており

ます。今後も、そういう方々、そして議会、市の行政の十分な連携のもと、農林業振興に皆様方の

力を発揮していきたいと思いますし、私も微力ながら現場に戻っていろいろ活動していきたいと考

えております。

これまでのご指導に厚く御礼申し上げまして、まことに簡単ではありますが、挨拶とさせていた

だきます。まことにありがとうございました。（拍手）

〇議長（三田敏秋君） 佐藤重陽君。

〇21番（佐藤重陽君） ありがとうございます。

私も、農地の活用についてということで、今の山田課長、次にお話しした局長にはいろいろご相

談やら無理なお願いに行ったような気がしております。ありがとうございました。

その小川寛一農業委員会事務局長、ひとつお願いいたします。

〇議長（三田敏秋君） 農業委員会事務局長。

〇農業委員会事務局長（小川寛一君） 農業委員会事務局の小川です。私は、昭和54年荒川町に採用

されまして、この間39年間勤めさせていただきました。この間皆様からご指導、ご鞭撻を賜り、ま

ことにありがとうございました。また、ご迷惑をかける場面もありまして、心苦しく思っているわ

けでございます。

私ですけれども、農業関係のほうの経験が長く、ほとんどが農業の事務に携わっていたというこ
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とであります。農業関係につきましては、人口問題と同様待ったなしの問題を抱えているというこ

とであります。皆様の創意工夫の中で対応していかなければならないというふうに考えております。

退職後、また皆様にお会いする機会があるかと思いますが、その際もこれまで同様ご指導、ご鞭撻

を賜りますようお願いいたします。大変お世話になりました。（拍手）

〇議長（三田敏秋君） 佐藤重陽君。

〇21番（佐藤重陽君） 大変ありがとうございました。また、よろしくお願いいたします。

続いては、中村則彦建設課長、お願いを申し上げます。

〇議長（三田敏秋君） 建設課長。

〇建設課長（中村則彦君） 私は、昭和55年に旧村上市で土木技師といたしまして採用されました。

これまで38年間でございますが、勤めさせていただきました。採用当時は、当時下水道室に配属さ

れまして、その後建設課、下水道課、そして農林水産課を行ったり来たりしまして、仕事をさせて

いただいたところでございます。合併後につきましては、平成22年度に下水道課長に就任させてい

ただき５年間、その後建設課長として３年間、皆様方には大変お世話になりました。

きょうは、せっかくの機会を与えていただきましたので、大過なくという言葉を使ってご挨拶し

たいところではございますけれども、道路にはまだたくさんの雪が残っておりまして、もうまさに

業者さん、そして市の職員が一生懸命にその対応に当たってございます。この雪が道路から消えて

なくなるまで、私は気を緩めることなく最後まで職責を全うしていきたいと思います。皆様、大変

どうもお世話になりました。ありがとうございました。（拍手）

〇議長（三田敏秋君） 佐藤重陽君。

〇21番（佐藤重陽君） 大変ありがとうございます。

実は、私は平成３年に旧村上市に初めて議員として登壇といいますか、行政にかかわらせていた

だきました。そのころ、実は次にお話しいただく東海林則雄都市計画課長と今の中村則彦課長は、

建設課の技師だったそうであります。ずっと私の記憶する中では、２人とも技術畑の専門家として

活躍されてきましたし、逆にそういう意外と我々が相談受ける最も多い分野でありまして、この中

村課長、東海林則雄課長には、非常に迷惑かけたかなと個人的にも感じております。どちらかとい

うと高校時代の先輩、後輩をうまく活用させていただいて、無理難題を解決していただいたような

気もしておりますが、本当にありがとうございました。

というところで、その東海林則雄都市計画課長、ひとつお願いを申し上げます。

〇議長（三田敏秋君） 都市計画課長。

〇都市計画課長（東海林則雄君） 都市計画課の東海林でございます。昭和53年に旧村上市役所に隣

の中村課長同様、土木技師としまして、それから40年間いろいろお世話になりました。旧村上時代

には、いっぱい語り尽くせぬようなこともありましたし、普通のことではできない経験などもさせ

てもらいました。合併後は、都市計画区域の見直しをしたり、駅の周辺整備なんていうことで村上
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総合病院に関係することも皆様からいろいろご指摘受けたり、思い出がいっぱいあります。その他、

景観ですとかまちづくり事業の主に合併後は都市計画事業に携わってまいりました。合併後、都市

計画の行政区域も広くなりまして、都市計画なんて全然関係なかった地域から、また都市計画をや

っている地域、それぞれの温度差もあったり、地域によっての特色もいろいろあったりしながら、

担当業務を行う中では議員の皆様にはご指導いただいたり、あとは事業に対するご理解、ご協力を

いただきながら進めさせてもらったことに非常に感謝申し上げます。

長い間皆様に大変お世話になりましたけれども、これで、思いはいっぱいあるのですけれども、

何か大変短い挨拶で済みませんが、挨拶にかえさせていただきます。（拍手）〔質問終了時間10分

前の予告ブザーあり〕

〇議長（三田敏秋君） 佐藤重陽君。

〇21番（佐藤重陽君） 大変ありがとうございました。

この８名の皆様は、ここで退職ということでありますけれども、人生の中に幾つかある一つの区

切りの一つなのだろうなと。また、これから残りの人生まだ長い間ここで暮らしていこうと、暮ら

していかれる方、そうであると思っておりますので、これからもこの村上市に対していろんなご意

見またアドバイスなどをいただきながら、また行政だけでなくて我々議会議員もお使いいただきな

がら、この地域の振興のためにご尽力いただければなというふうに思っております。

私の一般質問、市内の商店、商店街の振興策についてということでありましたが、これについて

は非常に心強い、先の見えるような答弁をいただいたというふうに感じております。ありがとうご

ざいます。そして、８名の皆様については、より一層これから自分たちの人生を大切にしながら、

今までできなかったことをやる時間ができたのだという、そんな考え方の中で、より今まで以上に

生きがいを持った人生、時間を過ごしていただければというふうに思っておりますので、頑張って

ください。よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。

以上で終わります。（拍手）

〇議長（三田敏秋君） これで佐藤重陽君の一般質問を終わります。

午後１時まで休憩といたします。

午前１１時４６分 休 憩

午後 １時００分 開 議

〇議長（三田敏秋君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

〇議長（三田敏秋君） 次に、14番、竹内喜代嗣君の一般質問を許します。

14番、竹内喜代嗣君。（拍手）

〔14番 竹内喜代嗣君登壇〕
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〇14番（竹内喜代嗣君） それでは、一般質問を行わせていただきます。日本共産党の竹内喜代嗣で

ございます。

大きな項目で３項目ございます。１項目め、国民健康保険税の引き下げについてでございます。

１月30日に行われた全国国保担当者会議資料によれば、平成26年度に実施した低所得者向けの保険

料軽減措置の拡充（約500億円）に加え、年約3,400億円の財政支援の拡充等を以下のとおり実施す

ることにより、国保の抜本的な財政基盤の強化を図るとしています。公費は、約3,400億円は現在の

国保の保険料総額３兆円の１割を超える規模となっているということでございます。これは、被保

険者１人当たり約１万円の財政改善効果とのことであります。一般会計からの法定外繰り入れも行

い、１世帯１万円の引き下げが可能ではないでしょうか、市長のお考えを伺います。

大きな項目の２つ目、空き家バンクに係る改修経費補助の一層の拡充についてでございます。全

国的に空き家をどうするかが問題となっています。国土交通省が空き家対策の一環として、住宅金

融公庫支援機構に金利を支援する制度が始まっています。空き家バンクの支援事業を拡充し、市外

からの移住世帯に加えて市内在住の子育て世帯や若者世帯、単身の方も利用できるような空き家バ

ンク移住応援補助金の対象にする考えはないか、市長のお考えを伺います。

大きな項目の３点目でございます。種子法が廃止されました。種子法廃止と日欧ＥＰＡ協定の影

響について伺います。１点目、種子法があったからこそ世界的に見ても安い種が農家に供給されて

きました。米の種であれば、１キロ500円程度ということですから、世界的に見て全く格安の種子だ

というふうにランクづけられています。遺伝子組みかえのこれから高い種子しか手に入らなくなる

のではないかということで、不安に思っている農家の方たくさんいらっしゃいます。また、食の安

全に大きな不安も生じるのではないか、伺います。

②、地元伝来のナスや枝豆種子が、希少ではございますが、ございます。あるいは、私も存じ上

げないそういったものあるかと思います。こういうような施策は考えありませんか、対応を伺いま

す。

３点目でございます。小さな項目の３点目、日欧ＥＰＡ協定の関税引き下げから銘柄牛は守られ

るというふうに固有の銘柄も挙げられているのですが、村上牛はどうなるのか、どうするのか、対

策をお伺いいたします。

大きな項目の４項目めでございます。学校給食の充実についてでございます。学校給食の自校方

式と共同調理で今学校給食行われているのですが、この実態と問題点を伺いたいと思います。

以上、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（三田敏秋君） 市長。

〔市長 高橋邦芳君登壇〕

〇市長（高橋邦芳君） それでは、竹内議員の４項目のご質問につきまして順次お答えをいたします。

最初に１項目め、国民健康保険税の引き下げについて、国の財政支援の拡充等により一般会計か
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らの法定外繰り入れを行い、１世帯１万円の引き下げが可能ではないかとのお尋ねについてでござ

いますが、国からの公費約3,400億円のうち約1,700億円は、既に低所得者対策強化のため平成27年

度から実施されている財政支援で、均等割及び平等割の５割軽減及び２割軽減世帯の拡充が図られ

ております。また、残りの約1,700億円は、平成30年度から実施される国保の財政調整機能の強化や

医療費適正化への取り組み等に対する財政支援となっております。本定例会で提案させていただい

ております平成30年度の国保制度改正に伴う村上市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案で

は、平成30年度の保険税額が１世帯当たりの平均で5,900円程度引き下げになる見込みであります。

なお、一般会計からの法定外繰り入れにつきましては、国保加入者以外への負担が生じるため、

繰り入れを行うことは考えておりません。

次に２項目め、空き家バンクに係る改修経費補助の一層の拡充について、支援事業を拡充し、市

外からの移住世帯に加えて市内在住の子育て世帯や若者の単身世帯も空き家バンク移住応援補助金

の対象にする考えはないかとのお尋ねについてでございますが、空き家バンク移住応援補助金は、

人口減少対策の一環として移住促進の制度であります。しかし、近年は空き家の増加が問題となっ

ており、また子育て世代や若者への支援も人口減少対策として必要な施策と考えておりますので、

今後も国の制度を活用しながら総合的に検討をいたしてまいります。

次に３項目め、種子法廃止と日欧ＥＰＡ協定の影響についての１点目、種子法により安い種が農

家に供給されてきたが、遺伝子組みかえの高い種子しか手に入らなくなれば、食の安全に大きな不

安が生じるのではないかとのお尋ねについてでございますが、戦後の食料増産という国家的要請を

背景に稲・麦・大豆の種子を対象として都道府県にその生産・普及を義務づけていた主要農産物種

子法が本年４月１日をもって廃止されます。一方、新潟県におきましては、優良種子の安定供給は

新潟米生産の根幹であると考えており、法廃止後も県が主体となって優良種子の安定生産・供給を

行う体制を構築するよう、今般県議会２月定例会において新潟県主要農産物種子条例が提案されて

おり、議員ご懸念の不安は生じないものと考えております。

次に２点目、地元伝来のナスや枝豆種子をつくる施策はできないかとのお尋ねについてでござい

ますが、いわゆる地元伝来のナスや枝豆等の野菜の種子につきましては、主要農産物種子法の対象

外であり、同法も廃止されても影響はないものと考えております。

なお、地元伝来とされる作物につきましては、地域で育まれてきているものであり、守り続ける

ことは大切なことであると考えておりますが、本市におきましてはどのような作物が地元伝来とさ

れるのか、専門的見地も必要であることから、特定の作物の保護には十分な研究が必要であると考

えております。

次に３点目、日欧ＥＰＡ協定の関税引き下げから守られる銘柄牛があり、村上牛はどうなるのか

とのお尋ねについてでございますが、国では昨年12月にＥＵとのＥＰＡ交渉妥結を行っております。

牛肉につきましては、発効後輸出について関税の即時撤廃がなされ、輸入については段階的に引き
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下げが行われることとなります。その後、16年目に９％まで削減されますが、輸入急増に対するセ

ーフガードも措置されております。また、米沢牛等の地理的表示制度に登録した銘柄牛につきまし

ては輸入・輸出に関する関税分野と地理的表示の保護の分野での交渉により、輸入品に当該産品名

称の使用等が禁止されていますが、関税引き下げから保護されるというものではありません。村上

牛につきましては、地理的表示には登録されておらず、この対象には含まれておりませんが、ＥＵ

から輸入される牛肉が乳用種等の冷凍品であり、高品質な銘柄牛である村上牛への影響は少ないも

のと考えております。

次に４項目め、学校給食の充実については、教育長に答弁をいたさせます。

私からは以上であります。

〇議長（三田敏秋君） 教育長。

〇教育長（遠藤友春君） それでは、竹内議員の４項目め、学校給食の充実について、自校方式と共

同調理の現在の実態と問題点はとのお尋ねについてでございますが、現在市内の小・中学校の学校

給食は、自校方式の調理場が10校、学校給食共同調理場が７カ所あります。現在進めている学校統

合後は、自校方式の調理場が８校、学校給食共同調理場が５カ所となります。自校方式の調理場と

学校給食共同調理場のいずれの調理場でも、学校給食の献立の作成や調理場の衛生管理は学校栄養

士が行い、その献立により調理を行っております。共同調理場方式で懸念される給食の適温提供に

つきましては、学校給食共同調理場から受配校までの運搬に保温用食缶を使用するなどの配慮を行

い、安心・安全で栄養バランスのとれたおいしい学校給食を提供しており、自校方式の調理場と学

校給食共同調理場とも問題点はないと考えております。

私のほうからは以上でございます。

〇議長（三田敏秋君） 竹内喜代嗣君。

〇14番（竹内喜代嗣君） それでは、学校給食の問題についてお伺いをいたします。

調理に当たって、10校で自校方式で行われて、なおかつ７カ所で共同調理場ということなのです

が、この10校の自校方式の調理場というのは、業務委託で行われている学校が10校なのでしょうか。

それとも、栄養士さんあるいは職員の方が責任者となって自校調理やられているのか、この辺いか

がでしょうか、どうでしょうか。

〇議長（三田敏秋君） 学校教育課長。

〇学校教育課長（木村正夫君） 自校方式でやられている10校のうち、直営方式で行っているのは１

校でございます。ほかの９校については委託を行っておりますが、この１校、瀬波小学校ですが、

これについては平成30年度からは委託方式で行う予定でございます。

以上です。

〇議長（三田敏秋君） 竹内喜代嗣君。

〇14番（竹内喜代嗣君） それで、私この問題でちょっとメモを学校にお願いしたりしたこともある
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のですが、要するにこういう子どもの食の安全、こういった事柄に対して重要な仕事なわけですよ

ね。ですから、その仕事場において委託方式ということで、ちなみに食材を提供するのはどちらに

なるのでしょうか、この10校、７カ所。

〇議長（三田敏秋君） 学校教育課長。

〇学校教育課長（木村正夫君） 食材の発注については、学校栄養職員が発注しておりますので、委

託は調理業務だけでございます。

〇議長（三田敏秋君） 竹内喜代嗣君。

〇14番（竹内喜代嗣君） 学校栄養職員というのはこのそれぞれ10校、７カ所にちゃんときちんと配

置されているのでしょうか。

〇議長（三田敏秋君） 学校教育課長。

〇学校教育課長（木村正夫君） 共同調理場についてはそれぞれ各１名、あと自校方式については、

２校につき１名の職員を配置してございます。

〇議長（三田敏秋君） 竹内喜代嗣君。

〇14番（竹内喜代嗣君） 昨今食の安全、今は何か小麦でもアレルギー起こすような子どもさんもい

らっしゃるという、きめ細かな対応しなくてはならないというようなこともあるというふうに聞い

ています。そうしますと、要するに２校に１校しか学校栄養職員が配置されていない。そうすると、

結局はその学校の管理者の方が例えばきょうの調理の結果とか、恐らく何項目か点検項目あるので

しょうけれども、こういう仕事して、こういうふうに終わりました。サンプルたしかとっておかね

ばないとか、いろいろあるかと思うのですが、そういうものを日々報告するのは、学校栄養職員さ

んが来てくださって報告するのでしょうか。それとも、校長先生なり教頭先生なりに報告するので

しょうか。

〇議長（三田敏秋君） 教育長。

〇教育長（遠藤友春君） 各校においては、その委託業者も含めて毎日の日々の点検、それを校長に

上げていますので、日々確実に点検しております。

〇議長（三田敏秋君） 竹内喜代嗣君。

〇14番（竹内喜代嗣君） この問題で、一番最初に委託方式を始めたのは、多分合併する前の旧神林

地区だったと思うのですが、中学校給食も含めまして全部やるとなったときに、委託方式もやるの

だということになりました。それで、このように議会で議論いたしまして、その直接指揮、命令を

委託業者に向かって行うのはおかしいのではないかと。委託ではなくて、業務請負であれば別です

けれども、そうなれば食材から管理者から全部請負業者ということになるのですけれども、でなく

ていわば派遣のような形でやるのであれば、当然それは当該事業所に指揮、命令をする、そういう

監督者、つまりその栄養職員と同等の資格を持つような人を配置すべきだということで、当時各神

林地区では配置をされたのです。そういった経緯があるのですけれども、いつの間にか私の認識不
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足だったのですが、もうがらっと変わってしまっているわけなのですが、これはどういう経緯でこ

うなったのでしょうか。合理化したという、一言で言えばそうなのかもしれませんが、お願いしま

す。

〇議長（三田敏秋君） 教育長。

〇教育長（遠藤友春君） 基本的には学校栄養教諭、それから学校栄養士、その県費負担の者、それ

から市費で配置している栄養士も含めてその方が責任を持って献立を作成したり、点検をしたりし

ております。そのほか、委託業者にも栄養士資格を持った者がほとんど配置されていると今私は認

識しております。だから、協力しながら常に安全点検には従事しております。

〇議長（三田敏秋君） 竹内喜代嗣君。

〇14番（竹内喜代嗣君） では、栄養士の資格を持っていらっしゃる方がこの10校、７カ所にそれぞ

れ配置されているということでよろしいわけなのでしょうか。

〇議長（三田敏秋君） 教育長。

〇教育長（遠藤友春君） 全ての学校に配置されているかどうか、今ちょっと把握しておりませんが、

委託業者のほうではそのようにしておると認識しているところです。

〇議長（三田敏秋君） 竹内喜代嗣君。

〇14番（竹内喜代嗣君） 法に照らしてというか、子どもの食の安全、健康のためにも、きちんと配

置をしてくださるようお願い申し上げます。

それでは、下のほうから行っているのですが、日欧ＥＰＡ協定の影響です。私このことしか書か

ないで、数はそんなに多くはありませんが、多く頭数ないかと思うのですが、乳製品が入ってくる

のではないかというふうに懸念されるのです。それで、酪農やっておられる方どんどん数は減って

いますけれども、こういった方々に安い乳製品が入ってくるわけですから、今後のその対応という

か、先ほどのお話ありましたので、説明ありましたので、似たようなものかなとは思うのですが、

わかる範囲でお答え願えればありがたいと思います。

〇議長（三田敏秋君） 農林水産課長。

〇農林水産課長（山田義則君） 乳製品につきましては、当方では酪農ぐらいしかございません。当

然チーズとかバターとかの製造、小売という分野がございません。そこで、乳製品につきましては、

一応関税率というものを協定で結びまして、いわゆる生産費の価格、生産量、そういったものを勘

案して対策を講じられますし、また生産額への影響そのものについて、輸入量に対して対策を打っ

ていくというのが概略のことと聞いております。

〇議長（三田敏秋君） 竹内喜代嗣君。

〇14番（竹内喜代嗣君） 乳価が下がって、今まさしく村上市の酪農というのは風前のともしびかと

は思うのですが、私の知っている方で、若い後継者がいらっしゃって頑張っている酪農家もいらっ

しゃいます。こうした人たちが希望を持って今後も続けられるように、ぜひともその意見を発信し
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ていただきたいと思います。

種子法、その他農業政策で言えば、これは今度市長にお伺いしようと思っているのですが、米が

余っているとは言いますけれども、あっという間に70年近くだったと言えばそれきりなのですが、

減反が始まった当時、前の年まで輸入していたのです。だから、今現役で頑張っていらっしゃる団

塊の世代の方が一斉に体力的にも、農業機械を購入するのにもう銀行もどこも貸してくれないとい

うことでやめざるを得ないわけですが、この人たちがいなくなったら、私は３年ぐらいで大変なこ

とが起きるのではないかなと思います。控室で先ほど西南戦争の話ありましたけれども、日本とい

うのは、食料を自給できない国だったのです。明治時代というのは、朝鮮半島も台湾も全部、それ

から満州国ですか、満州鉄道とか全部日本になってしまいましたけれども、それらがなければ食料

の自給もできない。何か大地震とか大天災があると、たちどころにお米が足りなくなって、あるい

はちょっと過剰になれば大暴落をしてというような歴史がついこの間まであったのです。今まさに

この団塊の世代の人がリタイアしてしまうと、とんでもない事態が発生すると。

私アベノミクス農政を見ていると、微妙にポジションというか、言うことを変えてきています。

大変な事態を、そのときには野党にきっと政権渡すのでしょうけれども、まず大体漁業なんかは実

は自由化すると。漁業権を自由化するなんてとんでもないとこを言っていたのです。２年後まで自

由化する。ところが、今回の定例会の議案にも出てきますけれども、簡単に言えば漁船も買って新

しく後継者として漁業に携わりたいという人には、購入資金の半額近いものを提供するような、そ

ういう制度設計になっているかと思います。海洋圏域を守るためには粟島も含めて、今まであんな

もの合併してなくなってしまえばいいみたいな議論もあったわけでありますが、とんでもない大間

違いで、あったということが今もう完全にかじを切っています。ですから、きょうの議論でも、海

岸沿いの集落をどう守っていくのかの議論もありましたが、海岸線の集落を守らないで一体全体日

本をどう守っていけるのかと。食料も入ってこなくなれば、誰もどこの国も助けてくれないわけで

ありますから、食料主権こそ最大の防衛能力だと私は考えています。ですから、長い目線で物事考

えて、北前船で岩船港から、あるいは桃崎や塩谷から北前船に乗せて北海道まで行ったり、大阪の

米相場あるところまで持っていったりして大変な利益を受けたり、大変な損害を受けてきたという

のが歴史でした。歴史は繰り返すと申しますが、食料主権こそ最大の私は日本の防衛力になると考

えています。ですから、黙って政策を切りかえつつあると、私はそういうふうに考えています。抽

象的で申しわけないのですが、ぜひ市長にはそういった目線で漁業やあるいは農業を考えていただ

きたいと思いますが、お考えを伺いたいと思います。

〇議長（三田敏秋君） 市長。

〇市長（高橋邦芳君） まずもって、合併の議論が今あったわけでありますけれども、粟島浦村は、

みずからの判断のもとに合併を選択しなかったわけでありますから、そこのところだけはまず申し

上げておきたいというふうに思っておりますが、我が国におけるこの食料自給の状況につきまして
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は、今議員からお話があったとおりなのだろうというふうに思っております。各政策を総動員をし

て自給率を上げようというところには取り組んでいるわけでありますが、なかなかその実態が伴っ

てこないということも、事実としてはあるのかもしれません。そういう中で、グローバル化するこ

の市場経済の中で、今般制度としてそういう選択をされたわけでありますから、我々基礎自治体と

して地域の農業も含めてでありますが、農業、漁業、これを守る立場にある者としては、しっかり

とそこのところを分析、検証加えながら、我が市において最大限のメリットが講じるように対応し

ていくというのが、これが大前提だろうというふうに思っております。

また、我が国におきましては、稲作国家として悠久の昔からこれをしっかりとつくり上げてきた、

これは今でもしっかりとその根本の部分に定着をしているのだろうというふうに思っております。

その精神またその歴史、これが今の我が国のこの美しい国家をつくり上げているのだろうというふ

うに思っておるわけでありますので、私常々申しておりますけれども、やはり家族営農を中心とし

た、そういう今日までつないできたその農政をベースにしながら、それぞれの農業従事者がしっか

りと利益を上げられる、またそれに従事をすることによって喜びを感じられるような、そういう産

業にしていかなければならないというふうに思っております。

ただ、我々が今直面をしております各制度、この中でどういうふうな形でそれを実現していくの

か。それにつきましては、副市長をチーフとしまして、しっかりと今その制度設計も含めてであり

ますけれども、関係機関と協議を重ねて平成30年、いよいよ大きな変革の時を迎えるわけでありま

すから、それにしっかりと向き合うというスタンスで今施策を運営しているというところでありま

す。

〇議長（三田敏秋君） 竹内喜代嗣君。

〇14番（竹内喜代嗣君） 国民健康保険税の引き下げについて再質問を申し上げたいと思います。

１月30日に全国、簡単に言えば国保を担当している課長さん方が集まって説明を聞いてきたとい

うことでありますし、また１月29日は通知が来ていると。一生懸命インターネットで厚生労働省を

引くのですけれども、見つけられないで、29日の通知がよくわからないのですが、市長は、ことし

は5,900円平均下がるような引き下げの予算組んでいるよとおっしゃってくださったので、その点は

評価をいたすものでありますが、しかし今後の見通しです。たしかこの30日の会議では、要するに

繰り入れをしているような、あるいは繰上充用というのですか、そういうふうに財政操作している

ような、そういう自治体については、改善計画を出しなさいというふうになっていたのですが、私

が心配するのは、その改善計画の中でガラガラポンで新潟県全部、これ県の裁量になるのかもしれ

ませんが、県北の人は我慢強くて、健康に注意をして、なおかつ１本何万円なんていう注射をする

ような治療はいいよなんていうのを声も聞こえてきます。そういったことから、こういう現状なの

かなと思うのですが、これももうちょっと詳しく説明していただきたいのですが、村上はちょうど

真ん中ぐらいということで来たのですが、お願いします。
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〇議長（三田敏秋君） 保健医療課長。

〇保健医療課長（信田和子君） まず、厚生労働省が出した１月29日の通知というのは、今まさに竹

内議員さんがおっしゃられた、その一般会計の繰り入れとか法定外の繰り入れとか繰上充用などの

赤字を持っている市町村が計画的に解消するための計画策定をすることに県に示した通知でござい

ます。

あと、村上市においての繰り上げ等に関しましては、法定外繰り上げを行っている市町村は確か

にありますけれども、その目的は保健事業とか決算補填によるものが多くて、市町村によってそれ

ぞれ異なります。このたびのこの制度改革において一番重要なのは、国保財政の安定化であり、そ

の中に公費による財政支援の中で一般財源の財政支援の強化としての部分と、医療費の適正に向け

たそういった取り組みに求められる市町村への交付等に分かれております。その中で、法定外繰り

入れの通知等については、保険者努力支援制度の評価対象として赤字解消を促すとされております

ので、全部一元ひっくるめた中で納付金等の関係でそれぞれの市町村に来るというものではなくて、

特別保険者努力支援制度というそれぞれの市町村ごとに交付されるお金の中に反映してくるものと

思われます。

〇議長（三田敏秋君） 竹内喜代嗣君。

〇14番（竹内喜代嗣君） それでは、空き家バンクによる改修経費補助の拡充ということで、項目立

てして質問しているわけですが、これで再質問したいのは、私もよくわからないで担当課長さんと

も意見交換はしてきたのですが、まずお聞きしたいのは、社会資本総合整備交付金というのが、例

えばこの中身は２種類あって、１つは道路橋梁等の整備を指すのだそうです。これは決まったもの

があると。そのほかに決まらない、その自治体が選択することができる項目もあるということだそ

うであります。実際担当者からそういうふうにお聞きしているわけなので、だからその住宅リフォ

ームやあるいは空き家リフォームの補助金申請している例はあるかと聞いても答えないと。それは、

そういう実際の裁量に任せる部分というのは、任せるのですから、出てこなくていいと。

そこで、どなたがいいのかあれですけれども、予算の説明でも過疎債というような説明ございま

したけれども、当然滝矢川が20メートルしか進まないみたいな話もあったのですけれども、この社

会資本総合整備交付金ですか、こういう制度に乗るように県を通して国土交通省と調整したりとい

うようなことは行われて、つまり交付金もらっているのでしょうか、もらっていないのでしょうか。

済みません、財政課長がいいのか、総務課長がいいのか、どちらでも結構です。

〇議長（三田敏秋君） 自治振興課長。

〇自治振興課長（川崎光一君） 社会資本整備交付金については、私の担当ではございませんけれど

も、当市はその空き家改修補助金につきましては、そちらの交付金は申請していないということだ

そうです。

〇議長（三田敏秋君） 竹内喜代嗣君。
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〇14番（竹内喜代嗣君） 県の担当者の名前も聞いてきたりはしているのですけれども、それは控え

させていただきますが、国の道路橋梁、滝矢川の改修もそうですけれども、自主財源というのは非

常に少ないわけですから、あるいは7,000万円のリフォーム助成も組んでいるわけですけれども、自

主財源が少ない中でそういうふうに努力されているわけですから、ほか他市で昨年まで、だから自

由に使っていいという制度設計になっているから、この項目でというのは聞いても出てこないとい

うことになっているということなのですが、やっぱりおわかりにならないということでしょうか。

当市は申請というか、交付金もらっていない。

〇議長（三田敏秋君） 市長。

〇市長（高橋邦芳君） 市町村の裁量に任せる交付金というメニューというものにつきまして、済み

ません、私も把握をしていなかったので、そこのところはおわびを申し上げたいというふうに思っ

ておりますが、今議員からいい情報をいただきましたので、そういう部分については、特定財源と

して活用することができますので、積極的に活用を図るべくこれからしっかりと努力をしていきた

いというふうに思っております。

〇議長（三田敏秋君） 竹内喜代嗣君。

〇14番（竹内喜代嗣君） ありがとうございます、市長に怒られるかと思ったので。

それで、あえてその大前提は、個人の私有財産に対して利するような政策はとれないというのが

大前提あるのだそうです。しかしながら、その実際において自由に使えるという枠をつくってやる

と。特にアベノミクスが変化してきていると言いましたけれども、代表質問でも申し上げましたけ

れども、その空き家対策に実は重点を入れ始めていると。これがまた、バブルのもとになるのでは

ないかという心配する向きもあるようでありますが、ですから、例えば長岡市の制度でいいますと、

この提案した中に入っているわけでありますが、空き家再生タイプとかいうのもありまして、市外

からの移住世帯、高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯、若者世帯で空き家を賃借または購入す

る契約をし、交付決定以降に居住する者ということで補助対象者になっています。なおかつ、きょ

うも議論に出てきました公益活用タイプ、空き家を賃借して地域交流活動の拠点等にしたいという

こと。それから、商店などのリフォーム、これも可能ということで、自治振興課長さんはこのデー

タはお持ちだと思うのですが、そういうふうにメニュー組んであるのです。ですから、同じ7,000万

円真水で出しているわけでありますから、あるいはこの空き家改修補助金ですか、これにも予算組

んでいるわけでありますから、はたまた川や橋を整備するということでのメニューもあるわけです

から、これは50％の補助なのだそうですから、だけれども、例えば住宅リフォームに50％補助した

ということではなくて、その自由に使える裁量の中で、さらに今の安倍政権はリフォームのほうに、

要するに資源の無駄遣いのわけですよね。それを国も認めてきているということであります。

それで、具体的に実現可能ではないかということでお聞きしたいと思います。先ほどきのう農業

委員会の事務局長さんにお話もしまして、これは農業委員会がお決めになることでありませんが、
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現在の村上市の事業の中で可能な考え方であります。空き家つき農地制度というのを、日南町です

か。日南町農業委員会は、こういうテーマです。創造的過疎のまちで酪農生活を満喫しませんか。

日南町農業委員会は、同町空き家バンクと連携し、空き家つき農地制度を始めた。バンク登録物件

に付随する耕作地を取得する場合〔質問終了時間10分前の予告ブザーあり〕農地取得要件を従来の

50アールから１アールに大幅に緩和すると。家庭菜園程度の小規模農業も営めるように環境を整え

た、このように、これは新聞で掲載された事項でありますが、局長さん、いかがでしょうか。これ

は、農業委員会のなさることでありますから、必ずそうだとは言えないのでしょうけれども、制度

としては可能だと思うのですが、いかがでしょうか。

〇議長（三田敏秋君） 農業委員会事務局長。

〇農業委員会事務局長（小川寛一君） ただいまの質問でありますが、この内容につきましては、初

めに農地法の３条の中で権利移動の制限という項目がございまして、その中で都道府県にあっては

50アールに達するという条件がございます。平成21年度の農地法の一部改正によりましてこれが改

正されまして、今おっしゃいましたとおり、農業委員会でその数値を引き下げられるというふうに

制度が変わっております。当農業委員会でも、この制度を活用いたしまして、これまで３回基準面

積の引き下げを行っております。

具体的に申し上げますと、地域別に申し上げますと、山北地区につきましては、法で定める50ア

ールから20アールへ緩和をしている状況でございます。また、この制度につきましては、施行規則

17条２項の中で10アール以下の面積も設定されるということが定められておりますけれども、これ

につきましては、農地の適正な利用に図ることが必要である相当な程度遊休農地が存在する、ある

いは総合的に勘案いたしまして、営農している農家への支障がないこと等の条件に基づきまして、

さらなる緩和が制度設計されております。当農業委員会では、営農という目的で先ほど申し上げま

したとおり、最小で20アールということで定めさせていただきましたけれども、おっしゃるとおり

空き地対策等々の条件も踏まえまして、農業委員会のほうでさらなる調査あるいは検討をしていき

たいと思っております。

以上です。

〇議長（三田敏秋君） 竹内喜代嗣君。

〇14番（竹内喜代嗣君） 私のよく存じている方でも、やっぱり田舎暮らしということで空き家を求

められて、見事な豊かな老後を過ごされている方がいらっしゃいます。今はインターネットの時代

ですから、新潟まで何とかたどり着けば、雪がなければ２時間ぐらいで東京まで行けるわけですか

ら、この村上の地でその住宅に付随するような、１アールなんていうのは住宅についているような

家庭菜園です。そういったものも利用できるような制度がつくられれば、これを上手にアピールと

いうか何というか、村上の魅力、村上大祭が無形文化財になったり、すばらしいところなわけであ

りますから、ここで例えば朝日とか神林、山北には高速インターネットが入っているわけですから、
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仕事もできると。いわば情報の高速道路は既にできているわけですから、そういった方にぜひ、い

ろんな業種が、一つの業種の人が集まってこないといいのが出てこないとかもあるらしいのですけ

れども、神林の人で関川に住んでいる方もいらっしゃいますけれども、自宅で自分で納得できる食

べ物を耕しながら創造的な仕事をしてみたいと思っていらっしゃる方もいらっしゃると思います

し、定年後の豊かな生活ということで考えられる方もいらっしゃると思います。そういう人に門戸

を広げて取り組まれたらいかがかなと思います。総合的な話ですから、市長お願いします。

〇議長（三田敏秋君） 市長。

〇市長（高橋邦芳君） 非常に興味深く拝聴させていただきました。これまでクラインガルテン等で

そういう形で〔質問終了時間５分前の予告ブザーあり〕都市部との交流も含めながら、その農地を

媒体といたしまして連携をしようというようなことも取り組んできているわけでありますけれど

も、私が承知をしております関東圏からお越しの方も、週末いらっしゃるのですけれども、その屋

敷の中にあるちょっとした耕作地を使っていろいろと土いじりをしていると。これが非常にいい時

間だということを話をしてくださったことがあります。今まさに竹内議員がお話をされましたそう

いう部分というのは、これまで農地というのはなかなか耕作地としてそれこそかなり高いハードル

で縛りがかかっているわけでありますけれども、そういう形で空き家つきのその農地という部分を

使える。それも、少しそういう形で、例えばご夫婦お二人で土いじりをできるぐらいのところがあ

るよというの、これは非常に魅力的なのではないかなというふうに思っております。これにつきま

しては、先ほど農業委員会の事務局長のほうからお話があったとおりでありますので、私のほうか

らも、その農業委員会の会長さん含めていろいろな方とその辺の可能性を探りたいというふうに思

っております。ありがとうございました。

〇議長（三田敏秋君） 竹内喜代嗣君。

〇14番（竹内喜代嗣君） １点だけ忘れていましたので、フラット35という固定金利で非常にそれに

対して、最初の答弁でいただいていますけれども、固定金利で、なおかつマイナス0.2の補助が入る

ので、ただとは言いませんけれども、とんでもない安い金利支援の、その住宅を購入するとかいう

ことで適用になるわけでありますから、ぜひともこの村上市が少子化対策あるいは人口減を食いと

めて豊かに発展していけるように努力をお願いいたしまして、私の質問を終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

〇議長（三田敏秋君） これで竹内喜代嗣君の一般質問を終わります。

午後２時まで休憩します。

午後 １時４７分 休 憩

午後 １時５９分 開 議

〇議長（三田敏秋君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
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〇議長（三田敏秋君） 次に、10番、本間清人君の一般質問を許します。

10番、本間清人君。（拍手）

〔10番 本間清人君登壇〕

〇10番（本間清人君） 新政村上の本間清人でございます。議長のお許しをいただきましたので、こ

のたびの一般質問をさせていただきたいと思います。

私の一般質問は３項目でございます。まず、１点目でございますが、笹川流れ夕日会館のその後

についてであります。昨年４月18日に開催された平成29年第１回臨時会において、笹川流れ夕日会

館の元指定管理者を提訴する議案が可決され、現在係争中と思いますが、その後約１年が過ぎよう

としております。現在の状況と今後の見込みについて伺います。

２点目、除雪作業についてであります。ことしは全国的に大雪となり、特に北陸地方は記録的な

積雪です。村上市管内においても、国道の通行どめや市内の至るところで雪による支障や被害があ

るようです。除雪業者や市の担当職員はその対応に追われ、毎日が大変だと思いますが、市内の住

宅街では排雪場所の確保が難しい状況です。今後の対策を伺います。

３項目め、農作物について。ことしは、農作物の野菜が高騰しておりますが、村上市内での冬場

の農作物などの生産状況はどのような状況でしょうか。

また、今回の大雪による農作物等への被害など報告などがあればお聞かせいただきたいと思いま

す。

以上、３項目でございます。市長答弁の後、再質問させていただきますので、よろしくお願いい

たします。

〇議長（三田敏秋君） 市長。

〔市長 高橋邦芳君登壇〕

〇市長（高橋邦芳君） それでは、本間清人議員の３項目のご質問につきまして順次お答えをいたし

ます。

最初に１項目め、笹川流れ夕日会館のその後について、現在の状況と今後の見込みはとのお尋ね

についてでございますが、笹川流れ夕日会館につきましては、昨年３月末まで有限会社笹川流れ夕

日会館が指定管理者として施設の管理運営を行ってまいりました。同社は、指定期間満了後も営業

を続け、建物を明け渡す意思がなかったことから、まことに苦渋の決断ではありましたが、昨年４

月の臨時会での議決後、５月29日付で有限会社笹川流れ夕日会館を被告として建物明け渡し請求訴

訟を提起し、７月と８月に２度口頭弁論がありました。その後は、５回の弁論準備手続が開かれて

おります。訴状に対し、被告はこれまでの設備投資に基づく留置権などを理由に建物の明け渡しを

拒み、設備投資に要した費用の請求などを主張しておりましたが、被告から設備投資に要した費用

の請求については、建物明け渡しの件とは切り離し、別の対応を考えるので、建物明け渡し条件を
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話し合いで解決したいとの申し出があったため、現在は明け渡しに向けた環境整備、条件整理に絞

った話し合いを進めております。今後の見込みにつきましては、話し合いの結果次第で不確定な状

況ではありますが、笹川流れ夕日会館は本市の重要な観光施設であり、かつ市民の大切な財産であ

りますので、一刻も早く建物の明け渡しがなされ、正常な状態となるよう取り組んでまいりたいと

考えております。

次に２項目め、除雪作業について。住宅街での排雪場所の確保は難しい状況であり、今後の対策

はとのお尋ねについてでございますが、本年度は早い路線で11月から除雪作業が行われ、１月中旬

からは繰り返し寒波が押し寄せ、今月の大雪もあり、記録的な降雪となっております。除雪業者は、

休む間もなく作業を行っておりますが、除雪のおくれや道路幅員が狭くなるなど、市民の皆様には

大変ご不便をおかけしております。排雪のための雪置き場につきましては、各区長に空き地等の確

保をお願いしているところでありますが、議員ご指摘のとおり、住宅街では雪置き場の確保が難し

い路線が多くなっております。今後の対策といたしましては、現地を確認するなどして新たな雪置

き場の確保に努めるとともに、確保できない路線につきましては、これまでどおり路面の雪を道路

脇に押すことができなくなった幹線道路から順次ダンプトラックによる排雪作業を行ってまいりた

いと考えております。排雪作業には多くの時間と労力を必要とするところではありますが、引き続

き最優先で市民の皆様の交通の確保に努めてまいります。

次に３項目め、農作物について。市内の冬場の農作物などの生産状況はどのような状況ですか。

また、大雪による被害などの報告はないかとのお尋ねについてでございますが、本市内のＪＡに入

荷している今冬の野菜につきましては、１月で前年度と比較いたしますと日照不足・低温によりハ

ウス内の温度が上がらず、生育がおくれているため、出荷数量が下回っている状況であります。ま

た、大雪による農作物等への被害につきましては、２月19日現在、パイプハウスで５棟、畜舎で１

棟の被害を把握しているところであります。今後も天候の悪化が予想されますので、関係機関とと

もに被害防止について周知と詳細な被害状況の把握を図ってまいります。

以上であります。

〇議長（三田敏秋君） 本間清人君。

〇10番（本間清人君） 市長、どうも答弁ありがとうございました。

それでは、項目順に再質問させていただきたいと思います。昨年度の臨時議会におきまして、笹

川流れ夕日会館、こちらが提訴されるという議案に対しましては、私たった１人反対をさせていた

だいたわけであります。あのときの経費は、140万円という経費が上がってきたわけでありますが、

その後今市長の答弁からいきますと、２回口頭弁論があり、あと５回の陳述があったというような

お話でございますけれども、裁判費用的にはその４月18日、裁判費用というか、あれは弁護士さん

に対する委託の料金だったような気がしますけれども、たしか140万円だったと思います。それはど

のようになっていますか。その予算内で今のところ足りていて、それが続くのであれば、また来年
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度予算にもその分はどこかで計上してくる補正になるのか、その辺お答えいただけますでしょうか。

〇議長（三田敏秋君） 商工観光課長。

〇商工観光課長（竹内和広君） 文書のとおり、140万円の予算だったかと思います。それについては、

まだ直接弁護士の先生と交渉はしておりません。結果この後どうなるかというのは、詳しいところ

は聞いておりません。ただ、成功した場合、勝訴になった場合は、成功報酬という形が出てきます

ので、それについての具体的な金額の計算までは、まだちょっとしておりません。

〇議長（三田敏秋君） 本間清人君。

〇10番（本間清人君） 恐らく被告という言い方もあれなのですが、夕日会館側は夕日会館側で弁護

士さんを立てられて、市側は弁護士さんを立てられて、いわゆるその当事者同士の今例えば市長と

もしくは担当課の当事者と向こうの当事者である代表者との話し合いではなく、弁護士さん同士の

話し合いしかなっていないのでしょうか。

〇議長（三田敏秋君） 商工観光課長。

〇商工観光課長（竹内和広君） それぞれ被告側、原告側とも代理人として弁護士の先生をお願いし

ておりますので、弁護士同士の話し合い、裁判官を交えての話し合いが主でありますが、いずれも

この弁論手続等も私ども職員も参加させていただきまして、向こう側の被告代理人からの質問ある

いは裁判官からの質問には、市の姿勢等は発言をさせていただいております。

〇議長（三田敏秋君） 本間清人君。

〇10番（本間清人君） 今市長答弁の中に、これからのその行方については、建物明け渡し請求とい

うことで、いわゆる今まで向こう側が設備投資していた金額等は別個として、その明け渡しに向け

た条件方法で話し合いを進めていきたいのだというお話がございましたけれども、そういうことで

あれば、例えばその弁護士さんとの今の裁判を停止をして、当事者同士である市とその当事者であ

る夕日会館代表と、１年もたったわけですけれども、今から直接のお話し合いをするというような

気持ちは市長ございますか。

〇議長（三田敏秋君） 商工観光課長。

〇商工観光課長（竹内和広君） 詳細な裁判の報告については、その都度市長のほうに報告しており

ます。今提訴中の事案でございまして、裁判官のいろいろなご助言の中で原告、被告の中で最終的

な詰めをどうするのかというところ、話し合いの途中でございますので、今ここで原告側がこうだ

というような形での発言は、ちょっと差し控えさせていただきたいと思います。

〇議長（三田敏秋君） 本間清人君。

〇10番（本間清人君） そこで、きょう議長の許可をいただいて、皆様のもとに資料をお出ししたわ

けでありますが、その資料のこちらの資料ナンバー１をちょっとごらんいただきたいと思います。

この１にあります８枚の写真プラス裏側にもあるのですが、まず若干説明していきますと、これ私

が直接建物にお邪魔をさせていただきまして、少し写真を撮らせていただきました。１番目は、お



- 168 -

わかりになりますように、この夕日会館の全景でありますが、ちょうどそこの今夕日会館という丸

いその真ん中の看板のところにバス停の看板ございました。今こうやってバスがとまっているよう

な状況なのです。そうすると、そのバスを待っている間、結構長い時間このバスとまっておりまし

た。そのバスを待っている方、もしくは乗る方がバスを待つ間は、やっぱりこの冬場ですので、夕

日会館の中で待つという方が大変多いのだろうなというふうに感じております。そうすると、やは

り夕日会館というのは、これはあくまで先ほど市長答弁にもありましたように、市の大切な財産で

あり、市民の大切な財産なのだというふうに言っているにもかかわらず、立ち退きしていないから

とかは、その明け渡ししていないからそれなのだということなのか、それをちょっとお聞きしたい

のですけれども、２番目に写っている写真、これは立入禁止の紙が張られていました。これは、屋

上に行くところなのです。それが何で屋上に行ってはだめなのかというのがこの７番と８番なので

すけれども、いわゆる屋上のフェンスが全部壊れて外されているのです。だから、屋上まで行きま

すとフェンスが何もない状態だから、屋上には上がれませんという立入禁止の看板がこの２番目な

のです。それと、３番目のストーブは、これは１階の商品陳列しているところにあるストーブで、

空調が全くきかない状況の中で、今このストーブを使っていました。４番目は、お客さんもいまし

た。いたのですが、その中でこの４番目のストーブ、これも空調がきかないがために、このストー

ブを使って暖房をとっていました。５番目、これは２階の食堂、階段上がって左の和室の宴会場み

たいなの左側にあります。そこの奥に突き当たったのは、非常口ともなっているドアがこのように

故障中、開放禁止、危険、さわってはだめですよみたいな、こんな状況なのです。それを同じ写真

がその６番目もそうなのでありますが、人がそこに近寄らないようにわざとこのような椅子を置い

てバリケードみたいにしてあるというような状況なのです。そして、裏を見ていただきますと、こ

の裏の大きな左側の写真なのですが、これ食堂脇にありました厨房の隣にあります分電盤です。ち

ょっと写真が鮮明ではないのですが、１番上にこのアルミホイルをふにゃふにゃふにゃと配管のと

ころにかぶさっている。これ何かといいますと、雨漏れでここに水が垂れてくるので、それを防ぐ

ためのアルミホイルを食堂の方々が自分たちでこういうふうにしたのです。それを私がちょっと裏

をのぞいてみましたら、この10番目なのですけれども、外壁が天井と屋根との真にこわ抜きされて、

約30センチぐらいの穴があきっ放し。だから、外から直接鳥入ってもいいぐらいの穴がもうあきっ

放しなので、当然ここから雨や雪が入ってくる状態でありました。

何を言いたいか。確かに今その建物自体は係争中であります。相手も立ち退かない。でも、営業

をずっと続けている。しかしながら、お客さんやよそから来た人に関しては、全く関係ない話なの

です。ちゃんと食堂も利用されているし、ましてやバス停で待っている方々も、中で待っている方

も多い。にもかかわらず、設備の今建物の状態がちょっと撮っただけでもこんな状況なのです。こ

れは、係争中とかにもかかわらず、本当なら市の施設なのだから、私は直すべきなのだろうと思っ

ている。その辺いかがでしょうか。
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〇議長（三田敏秋君） 商工観光課長。

〇商工観光課長（竹内和広君） 議員ご指摘の写真のうち私どもで、全部ではないですけれども、ほ

とんど把握をしている状況でございます。係争中といえども修理すべきだという議員のご発言は、

ごもっともなことだとは思います。今テラスの話出ましたけれども、前々からの要求につきまして、

平成28年度には1,500万円ぐらいかけて修繕はしてきて、平成29年度に向けてという話の中で、この

ような状況になって大変申しわけないとは思っておりますが、今後市の公共施設でございますので、

今明け渡しの裁判のあれと同時に、この抜本的な施設の修繕等についても検討させていただきたい

というふうに思います。

〇議長（三田敏秋君） 本間清人君。

〇10番（本間清人君） 平成26年度に第１回臨時議会でこの指定管理者に２回目の指定をしたわけで

すが、そのときの指定の中にこういうことがありますよね。その指定管理者業務仕様書、その中に

設備日常管理業務及び設備定期点検保守業務、その中のアなのですけれども、（ア）、定期点検業

務、電気工作物年６回、消防用設備（外観）機能点検年２回、総合点検年１回、自動扉、自動ドア

です。自動ドア開閉装置年３回、（イ）、日常点検施設全般、これが入っているのですが、これは

ずっとその指定管理であった昨年の３月31日までも含めてなのですけれども、この回数の点検ちゃ

んとしていたのでしょうか。

〇議長（三田敏秋君） 商工観光課長。

〇商工観光課長（竹内和広君） 申しわけございません。今そのきちんと確認できる資料を持ち合わ

せておりません。

〇議長（三田敏秋君） 本間清人君。

〇10番（本間清人君） 後で用意してください。私もちょっと確認します。

例えばこの日常点検施設全般、またはその上にあります消防用設備外観機能点検年２回、総合点

検年１回、これがちゃんとできていれば、先ほど写真にあるようなものは恐らく、これ昨年の３月

31日、いわゆる４月１日、その問題が起きてまだ明け渡しをしない。指定管理あなた過ぎているの

です。でも、営業はしています。その間に起きたのではないのです。その前からなのです、この穴

も。そんなきのう、きょう入ったような穴ではない。だから、この条件に書いてある管理業務及び

設備点検の保守業務というのは、この状況で書かれているのをしっかり市側がちゃんと管理して徹

底した点検をやっていれば、こんなのすぐ気づきます。まして、あれだけ屋上のフェンスすらない

状況で今やっているのです。非常口とされているところがさわってはだめだなんていう扉あります。

どうですか、その辺。

〇議長（三田敏秋君） 商工観光課長。

〇商工観光課長（竹内和広君） フェンスにつきましては、昨年の９月だったと思いますが、大風で

倒れて、指定管理者のほうからすぐ山北支所産業建設課のほうに連絡があり、応急措置でロープで
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張りつけていただいたのは指定管理者のほうで張りつけていただいたというふうに記憶していま

す。私のほうでその山北支所の建設課の担当のほうに、あれ外すには高所作業の機械が要るもので

すから、すぐ業者のほうに手配させまして、若干時間はかかったのですが、９月21日に発生して、

10月５、６、７の間にちょっと撤去をさせていただいたという経緯がございます。本来非常口のほ

うも、テラスあけ閉めがたしかできないということでの報告はいただいております。

〇議長（三田敏秋君） 本間清人君。

〇10番（本間清人君） 今確かに係争中でもありますので、余り深いところの話はできないと思うの

で、あれなのですが、例えばこの指定管理を受けていると同時に無料駐車場、いわゆる駐車場もそ

の指定管理の中に入っていますよね、桑川駅前広場駐車場。笹川流れ夕日会館が１点と、２点目に

この桑川駅前広場駐車場というのも２つ合わせて公の施設として指定管理をこの業者受けたわけで

す。例えば今アスファルトでありますあの無料駐車場に陥没して穴があきましたといったら、当然

すぐ直しますよね。

〇議長（三田敏秋君） 商工観光課長。

〇商工観光課長（竹内和広君） 危険なものであれば、やはり直すべきというふうに思います。

〇議長（三田敏秋君） 本間清人君。

〇10番（本間清人君） 今係争中だから云々ではなく、ではこの今私が撮ってきた写真の中身の状況

をこれどうされますか。もう立ち退いていただけない限りは、一切中私らも見ることができない。

もしくは、あなた方としゃべらないので、このままの状態にするのか。それとも、いや、ある議員

から議会でご指摘を受けましたと。なので、ちょっとその状況を見させてくださいということで直

す方向に行くのか、その辺だけお答えいただけますでしょうか。

〇議長（三田敏秋君） 商工観光課長。

〇商工観光課長（竹内和広君） 一時に全部というわけにはまいりませんけれども、今までも修繕の

ほうは計画的にやっておりました。今この場ですぐ直しますということには、私のほうから答弁し

ていいかどうかわかりませんが、担当課、所管課としては直せるものから直していきたいというふ

うに思っております。事業者のほうとも現地での、ことしも１件あったとき担当が出向いて話しし

たケースもありましたので、その辺直し方等も含めましてちょっと検討させてください。

〇議長（三田敏秋君） 本間清人君。

〇10番（本間清人君） いずれ結審になって明け渡しになるのでしょうが、それにしても来るお客様

に関しては、本当に何も関係ないのです。ましてや、あそこは駅と併設され道の駅にもなっている。

そういう建物なので、それはやっぱりお客さんとかからしてみれば、何なの、この施設と言われる

のは村上市なのです。だから、その辺だけの施設の管理はしっかりとやはりどういう状況であろう

が、指定管理をしたところがどういう状況であれ、私はやっていただきたいというふうに思います。

今さらなのですが、その指定管理を、私が何であの裁判に反対したかというと、やっぱり指定管
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理をするときに選定委員会を開いたわけではないですか。その選定をするのに、この公募によらず

やります。でも、３年後は今度公募になるかもしれないという話もちゃんとしているのだから、相

手側だってそのことはわかる。ところが、多分相手側勘違いしているのです。私ちょっと話しした、

社長と。もう公募になったら俺を外すのだと。もうよそにやる気なのなと。だから、俺のことは外

す勘定でもう村上市はかかってきているのだと、そんな状況。だから、いや、社長、それは勘違い

だと思います。恐らくではこれ公募にしたところで、もう二十数年も前から1,000万円という資本を

５社かなんかで集めて株を持って、それで資本を持って有限会社夕日会館という会社つくっている

わけではないですか。そのときは業務委託だっただろうから、指定管理者制度というものがない時

代ですから、これはそうすると株式会社まほろばさんと同じわけです。ああいういろんなその朝日

商工会のメンバーの方々が出資を募って、それでまほろばという株式会社まほろばを設立して、そ

れでそのみどりの里きれい館などを含めた中で管理運営をしていこうということでやったのだか

ら、それをでは公募にしようが何にしようが、例えば県外も含めてやるということになったとして

も、私としてはその委員会の方々がでは今までの二十数年の歴史、そういうのも無視して、ずっと

やってきたのだけれども、東京のこの業者にしますなんていうことは、俺あり得ないと思うのだ。

例えばそうやって、これからみどりの里にしたって、新しく今構想をこの間全員協議会で出され

たではないですか。でも、つくるのだったら、皆さんの意見の中でも、せっかくいいものをつくり

たいのであれば、お金云々も確かに大切だけれども、やっぱりお客さんが来てこの施設はすばらし

いねというようなものを建ててくれという意見が多かったわけでしょう。だから、そういうところ

は、やっぱり市側としてこの施設運営管理、またはこうやって副市長も前にこれから指定管理のや

り方については、俺ずっと指定管理はだめなのだと言って、もう市町村の中でも全国的にも指定管

理は一切やめているところだって今ずっと出てきているのです。こういう問題があるもの。だから、

その辺も含めた中でやっぱり私ちゃんとこれから協議をするべきだと思います。真剣になって、こ

れから本当に指定管理というのはどうなのだという。もしくは、昔みたいに業務委託みたいな形で

指定管理に出したとしても、雇用の年数もあるわけだから、１人管理者みたいのは市から派遣して

置くような形もいいと思う、私は。その辺、市長でもいいし、副市長でもいいですけれども、どん

なですか、答弁をお願いします。

〇議長（三田敏秋君） 市長。

〇市長（高橋邦芳君） 今現在ある制度を有効に活用して、最大限の効果を生むということが必要だ

というふうに思っておりますので、その一つの手法として指定管理者制度、これが創設されたとい

う理解でいます。

ただ、指定管理になじむもの、なじまないもの、当然あるのだろうというふうに思っております

ので、それは行政サービスの中のメニューをではどこでどういうふうな形でそれにしていくのかと

いうことを検討する、また検証するということは大切な視点だと思いますので、市でも取り組みを
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進めたいと思っております。

〇議長（三田敏秋君） 本間清人君。

〇10番（本間清人君） ぜひいろんな意味でお願いします。

また、夕日会館のその施設に関しましても、また前向きにご検討をお願いしたいなということを

申し上げまして、１点目についてはこの辺で終わらせていただきたいと思います。

２点目です。皆さんも、ニュース等で当然知っていますが、冬は本当に大雪で例年の７倍の積雪

量、１メートル50センチぐらい積もっているわけですが、村上だって例外もなく大変ことしは、１

回消えたりというので、毎年降ったり消えてというのがありますが、どんと降ってそのままずっと

というのは珍しいなと私も思っているのです。私も、南町の私の親があのうちに建ててもう40年近

くなるのですが、雪おろしなんか一回もしたことがないので、私も雪おろしなんてしたことないわ

けですけれども、ことしはこれ雪おろしせねばないかなぐらい思うぐらいの量でありました。その

中で、おとといですか、尾形議員のほうからも、その除雪業者に対しては本当に衷心から敬意を表

するというお話ありました。私も、本当にそう思います。寝ずにと言えば失礼ですけれども、本当

に昼夜問わず担当課の建設課長の中村課長にも何度も私もお電話させてもらったのですが、本当に

いろんな方から電話も来て、苦情もあり、またどうするのだというようなこともいっぱいある中に

対処していただいていることに本当に感謝しております。その中で、村上市のメールマガジンで高

齢者の方のひとり暮らしとか、いろんなその近所の方、助け合いの気持ちを持って何とか皆さん手

伝ってくださいよというメールが来ました。いいことです。いいことなのですが、ではそのメール

だけで本当に善意の気持ちでもってやる人がどのくらいいるのだろうということで、実は我々南町

はそのメールを実践したのです。それがこの写真にあります11、12、13なのです。場所は、山居山

の麓の下なのです。裏がこのちょうど11番目の山になっているところ、これ山なのだ、山居山。そ

こにひとり暮らしなので、市の補助金を使って雪おろしの業者を頼んだのです。そうしたら、その

裏のほうに全部雪をおろしてしまったものですから、そのおろした雪のまた排雪まではその業者が

しないので、何とか区長さんに頼んできて、もう今南町２丁目には私もその中の一員としてやって

いる青年会というのがあるのですけれども、その青年会に何とか人力かしてくれないかということ

で、10日ぐらい日曜日の日にそこに集合して、それでその家の下にたまっていた雪を、この12番目

の真ん中に高齢者の方いらっしゃいます。こういうふうに道を我々で、ここもずっと同じこんな高

さの山の雪で、この壁まで積もっていたのです。それをそこにガスタンク、それに灯油のタンクが

あって、そこまでも行けないような状況でしたので、そこを我々でこの排雪作業をして、それで１

回この山に上げて、この13番目みたいにこうやって全部道を広げた。その雪をこの左側の山に上げ

たやつを今度11番目で山の上にいる人間がその雪をまた山の上のほうに上げていくという、こうい

う作業をやったのです。

これは、やったのがいいとか悪いとかではなくて、やっぱりそのメールを流したり、私がここで
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しゃべっているなんて勝手ですよね。ところが、実際的に本当はどうなのだろうということをやれ

ば、こうやって本当にそのことを実践してやろうではないかという町内に関しては、やっぱり前々

から船山課長や五十嵐課長がまだ課長時代から私ずっと言っていた。その業者にだけ委託をするの

ではなくて、個人で持っている人がいろんなところを、駐車場にしても個人でやっている方いっぱ

いいるではないですか。そういうところにも、これだけ大変になったのだから、頼んだらどうなの

だろうということを言ったら、保険の問題がある。委託の契約がある。あとは、その協力業者との

取り決めがある。なかなか難しいというような話はしていましたけれども、でも我々はこの人力で

やる分には自分のボランティアで自分の体使うだけだからいいです。でも、重機を持ってボランテ

ィアといったって、やっぱり今ガソリンが高騰している中、ましてや爪だって、エッジというので

しょうか、あれだっていずれはかえていかなければいけない。それも、全てボランティアの人には、

協力業者の方々にはその分は無償交換していて、ボランティアでやっている方々はではボランティ

アでなんていうのは、これはちょっとやっぱりおかしいのかなと。その辺の実態なんかはどんなも

のなのでしょうか。

〇議長（三田敏秋君） 建設課長。

〇建設課長（中村則彦君） お答えします。

私どもで今把握をしている段階では、市のロータリー除雪の、これは言うとおりでございますけ

れども、その除雪車の補助制度を使いまして、そちらのほうで今ほどおっしゃいましたように、私

道とかあるいは市道あるいは公会堂の駐車場とか、そういうところの除雪をしていただいている集

落、団体の方は、約10団体ほどございます。そのほかには、国土交通省のそのボランティアサポー

ト制度を使って歩道除雪している団体が１団体と、県の同じようなそのサポート制度を使って除雪

している団体１団体、この１団体がおります。これは、ほとんどボランティアでございます。今の

ところ私どものほうは、市道もしていただいておりますし、そのほか町内の公民館とか、例えばお

年寄りの世帯のうちですとか、さまざまな使い勝手でもって除雪をしておられる、方々の名だけ把

握している状況でございます。

〇議長（三田敏秋君） 本間清人君。

〇10番（本間清人君） 前にも中村課長にちょっと私お話ししたことがあるのですが、そういったも

のを直接市との契約でガソリン代ですよとか、手間賃は別として、例えばやっぱり道具ですから、

いずれ壊れたりもします。それだけ使っていれば、当然刃も減ってくるわけですから、そういった

お金に関してぐらいは出してもいいのではないかなということを私言ったときに、何とか町内から

申請を上げていただいて、市に。それで、町内にその分の資金を落として、町内からその方々にほ

んの少ないかもしれないですけれども、ちょっとしたそのガソリン代や経費分を捻出するような方

法できないかというお話ししたことありましたよね。その後は、そういったお話はどういうふうに

なっていますか、今町内では。
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〇議長（三田敏秋君） 建設課長。

〇建設課長（中村則彦君） 今ほど議員のお話、何かその燃料代とか修理代の話でございますけれど

も、市の小型除雪車への補助制度のほかに、その燃料代等の維持経費に伴う費用の負担の制度もご

ざいます。それ、実際町内会からの申請等で、１万円を限度にしているわけでございますが、その

１万円が若干ちょっとほかの町内、集落では余計かかっているというお話もありましたものですか

ら、そこら辺は総務課のほうと協議している最中でございます。

〇議長（三田敏秋君） 総務課長。

〇総務課長（佐藤憲昭君） さまざま議員からご指摘ありまして、この大雪で各町内のその除雪経費

につきましては、多額な費用にかさんでおります。ガソリンも高騰してございますので、何とか１

万円でなくて補助を上げてくれないかというふうなご要望もありますので、前向きに要綱を改正し

ようではないかということで今進めております。

〇議長（三田敏秋君） 本間清人君。

〇10番（本間清人君） ぜひよろしくお願いしたいなと思います。

後段から出てくる議員さんの中でも、除雪のその公の、今市役所の駐車場どうなのだというのも

ありましたが、その辺はちょっと私控えてその人にやってもらいたいのですが、教育長、実は村上

第一中学校で最近こういう事故あったのです。体育館のところに玄関あるではないですか、村上第

一中学校体育館。あそこの除雪がされていなくて、日曜日の部活活動に行くのに生徒があの入り口

から入れなかったのです。校舎からあそこの体育館は入れないのです、シャッターを閉めてしまう

から。あの玄関でしか体育館には出入りできない。でも、そこが除雪されていないがために入れな

かったという事例があって、それを何とかみんな親とかもやって入ったのですが、またまたその入

ったその日に柔道部なのですけれども、事故起きてしまって、子どもが手を骨折してしまった。そ

うしたら、救急車が今度入れないから、道路脇に救急車をつけて、それでみんなで担架でフェンス

越しにその生徒を救急車に乗せたという報告受けていますか。

〇議長（三田敏秋君） 教育長。

〇教育長（遠藤友春君） 教育事務所から連絡入っておりませんでした。

〇議長（三田敏秋君） 本間清人君。

〇10番（本間清人君） 連絡入っていない。

ああいう除雪の場合、当然どこか業者さんに出しているのでしょうけれども、駐車場として職員

の駐車場、あとは生徒玄関正面、イオンさんの隣ですよね。あそこのところはやられるのですが、

その裏のほうは全くしていないような状況だというふうに私は聞いたのですけれども、そこはその

除雪の範囲の中には入らないのです。

〇議長（三田敏秋君） 教育長。

〇教育長（遠藤友春君） 例えば土日、週休日に催しをする、部活動も含めてだと思うのですけれど
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も、そのようなときに除雪が必要な場合は、前もって必要な箇所を依頼するということになってい

ると把握しておりますので、そのようなことが徹底されていたのかどうか、今後確認していきたい

と思います。

〇議長（三田敏秋君） 本間清人君。

〇10番（本間清人君） ぜひ平山校長とも確認して、今私あそこの学校の評議員もやっているもので

すから、その辺を確認しながら、何で報告行っていないのか不思議でしようがないです、救急車も

呼んだ事例なのにもかかわらず。ぜひ把握してください。それで、その状況もやっぱり見ていただ

きたい。

公の施設、先ほどのその施設の話もそうなのですけれども、やっぱり自分の目でも確認するべき

だと思います、ちょっと広いですけれども。各学校がどういうふうになっているのか、公の施設が

どういうふうな今状況なのか。電話で頼むとかそういうことばかりでもなく、やはり忙しいのでし

ょうが、本当に忙しいのわかるのですけれども、ちょっとした時間の中で確認して写真撮ったりと

かという作業も１回したほうがいいのかなと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいなと思いま

す。

〇議長（三田敏秋君） 教育長。

〇教育長（遠藤友春君） 今きょうここに来る間でも、村上小学校の前の歩道とか、まだまだ雪が高

く積まれているのです。やはり子どもどうしてもそういうところ上がったりする可能性もあります

ので、今議員ご指摘のとおり、でき得る限り細かく自分の目で把握していきたいと思います。

〇議長（三田敏秋君） 本間清人君。

〇10番（本間清人君） 最後に建設課長、ちょっと確認しておきたいのですが、道路除排雪委託条項

という中に、除雪作業の形態、区分が車道除雪、運搬排雪、歩道除雪、その中に作業形態が委託の

場合、乙の除雪機械及び作業員で除雪作業を実施。乙というのは、多分その市から契約した業者だ

と思うのです。あとは、貸与委託というのが甲の除雪機械を乙に貸与の上、乙の作業員で除雪作業

を実施、これが貸与委託。借り上げ委託というのは、今度乙の除雪機械及び作業員で甲の指示によ

り除雪作業を実施という、この３つの区分に、ほかに雪道巡回とか凍結防止散布とかいろいろある

わけですが、除雪のこの３つの〔質問終了時間10分前の予告ブザーあり〕区分で、今どの区分が何

社とかという実態はわかりますか。

〇議長（三田敏秋君） 建設課長。

〇建設課長（中村則彦君） 申し上げます。

市の保有機械で業者のほうに貸与して除雪している形態が市保有のやつで32台、そして市がリー

スを受けて、そして業者のほうに委託しているパターンが50台で、合わせて82台でございます。そ

のほかに、今ほど申し上げた業者が保有して市のほうでその業者保有機械を使って除雪を依頼して

いるものが87でございます。そんな状況になっています。
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〇議長（三田敏秋君） 本間清人君。

〇10番（本間清人君） 毎日これだけの雪降って、業者さんも除雪作業に関しては大変苦慮している

し、大変な思いで、本当に頭の下がる思いなのでありますが、ちょっとインターネットなんか見て

いる方からも、このことを聞いてくれなんていうことでちょっと来たので、どうしても私も余り言

いたくないのですけれども、除雪やっている業者の方が一生懸命なので。ローダーとかの脇に国土

交通省、新潟県もしくは村上市というレッカー張ってあるのは、恐らく市が保有する32台に張って

あると思うのです。もしくは、リースしたところもシールだけ張る、マジックシートで張る場合が

あると思うのですが、そのリース代から何から市が貸与しているわけですよね。例えばあるスーパ

ーの駐車場の除雪に、村上市というステッカーの張った除雪機が入っているという話なのです。い

やいや、それ言ってくれと言われました。それはどんなものなのでしょう。

今話を聞くと、リース料は市がリースをして業者に貸している台数が50台と言っているわけです。

多分この50台も含めた、これは例えばいろんなリース会社から重機を借りているわけですが、そこ

に村上市と張ってあるわけですから、それを個人の資産のところに、多分個人から契約しているわ

けですよね。市が委託しているわけではないはずです、多分。例えばの話、何々パチンコ屋さんの

駐車場やったりというのがもしあったとすれば、それはどうなのでしょうか。

〇議長（三田敏秋君） 建設課長。

〇建設課長（中村則彦君） 今ほど議員おっしゃるとおり、市保有機械とリース合わせて82台、こち

らは村上市というふうなステッカー張ってございます。業者保有機械につきましては、何とか組と

か何とか建設というふうな機械、あるいは何とかリースと張られておるかと思います。その機械が

個人の施設あるいはほかのところで何らかの形で回転するとか、そういうふうな、直接の除雪でな

くて別な用務でそこにあったのか、そういうふうな形でしかちょっと考えられません。

〇議長（三田敏秋君） 本間清人君。

〇10番（本間清人君） 余り時間もないので、そのことはこの辺で終わります。もしそういった実態

があったら、いや、どういうのだろうかななんていう人が、ちょっと除雪、おまえ今回の中に除雪

作業というのが項目にあるから、そんなことも聞いてみてくれないかなんて言ったので、ちょっと

聞いてみました。

最後に、これ最後の除雪の質問に移りたいのですが、国土交通省、新潟県、村上市、そのステッ

カーを張った除雪機国道であれば国土交通省であったり、新潟県道であれば新潟県という除雪機が

入っているわけですが、当然やる方は業者でやっているわけですよね。例えば国土交通省、新潟県、

村上市、この３つを全部契約してやっている業者は、村上には何社ぐらいいらっしゃるのでしょう。

〇議長（三田敏秋君） 建設課長。

〇建設課長（中村則彦君） 国土交通省と県と市全部というようなことになりますと、かなり大手の

会社かなと思います。何社というところまでは、ちょっと把握してございません。
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〇議長（三田敏秋君） 本間清人君。

〇10番（本間清人君） わかりました。また、後で細かいところは、課長といろいろまたお話しさせ

ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。

それではあと３項目め、ちょっと今回の項目３つとも〔質問終了時間５分前の予告ブザーあり〕

私が直接やっているわけではないのに、一丁前のこと言っているななんて言われそうなので、農作

業についても、田んぼも入ったことない、畑一つも持っていないおまえが余計なこと言うているな

と言われると思いますので、余りそういうことを言いたくないのですが、ちょっと１点だけ、皆さ

んに資料渡したこのナンバーツーの資料なのですが、これいや、俺ちょうどＴＯＫＩＯだかがやっ

ているテレビ見ていて、このやっているところは長野県の小谷村なのです。糸魚川との県境にある、

ちょっと前震災か、何か災害もあったようなところだったのですけれども、紹介されていたのは、

その農業従事者７名か８名紹介されていまして、そこに女の子１人いたのです、27だか８。その子

は、埼玉からそこに移住をして今農家をやっている方なのです、独身の女性の方。そこが何がやっ

ているかというと、10月、11月に収穫できるキャベツをそのまま収穫しないで雪の下にずっと育て

ておくのです。そして、その雪の下に育てたキャベツが普通のより大体1.5倍ぐらいの大きさになる

のだそうです。ＴＯＫＩＯの人、それ生で食べて、いや、甘くておいしいと言って食べていました。

それが地元で販売されると１玉550円なのです。やっぱり高い。ちょっと高いのですけれども、これ

が地元の550円ではなく、付加価値をつけて通信販売、これ私も１回今度買おうかと思ったら、もう

ことしの分はありませんと言われてしまった。やっぱりテレビで大反響で、もう全部予約でいっぱ

いで、ことしのそのキャベツの分は一つもありませんので、出荷できません。下にありますこの発

泡スチロールの箱にこの玉を１玉入れて、それで誰もお金かからない自然の降った雪をスコップで

その箱に詰めるのです。満ぱんに詰めて、ふたをして密封して宅配で送ってやるのです、雪つきで。

それは、そうすると１玉2,500円になってしまうのです。でも、すごいでしょう。550円で地元で買

えるその玉が、ただ自然のお金もかからない自然に降った雪を利用してこのキャベツを送れば

2,500円、送料別で。いや、これいいなと思いまして、いいななんて言って、おまえもキャベツつく

ったり農家でやれば、議長なんかイチゴつくって、おまえ何もしないて言っているななんて言われ

るかもしれないですけれども、いや、本当いいなと思ったのです。だから、何かの機会にここに視

察なんかも行ったり私もしてみたいなと思うところでもありますし、そういった状況で、例えば大

雪だ、大雪だと言っていても、こうやって自然の雪を詰めて送ってやってお金ももらえるのだから、

こんないいことないですよね。村上の排雪場所なかったら、本当に村上も雪をどこかで買ってくれ

るなんていうことがあれば、それこそそれにいいことになるのだなと思うのですが、農林水産課長

でもいいですし、農業委員会事務局長でもいいですが、これどんなでしょう、当然このキャベツの

ことは皆さんもご存じだとは思いますが。

〇議長（三田敏秋君） 農林水産課長。



- 178 -

〇農林水産課長（山田義則君） 今議員の資料を大変貴重なものと拝見させていただきました。私ど

も農林水産業におきましては、いわゆる集積とか法人化で効率化を目指しています。その効率化で

余った労力をこのような付加価値をつける方向性を見出すということは、非常に重要なことかと思

いますので、一つの参考事例として今後検討していきたいと思っております。

〇議長（三田敏秋君） 本間清人君。

〇10番（本間清人君） 高根集落のフロンティアの方とかも、いろんなことを試作されたり一生懸命

やって、お酒の雪中貯蔵酒でしたっけ、ああいうのも大洋盛さんとかいろいろやっているわけです

が、本当にそういった自然を利用した中でもいろいろあるのだなと私も勉強になりました。ぜひこ

れからもいろんな形で頑張っていただきたいと思います。

これをもちまして私の一般質問終わらせていただきます。ありがとうございました。（拍手）

〇議長（三田敏秋君） これで本間清人君の一般質問を終わります。

午後３時５分まで休憩します。

午後 ２時４８分 休 憩

午後 ３時０４分 開 議

〇議長（三田敏秋君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

〇議長（三田敏秋君） 次に、11番、川村敏晴君の一般質問を許します。

11番、川村敏晴君。（拍手）

〔11番 川村敏晴君登壇〕

〇11番（川村敏晴君） 市政クラブの川村敏晴でございます。本日最後５人目でございます。皆さん

もお疲れのようでございます。私も疲れておりますが、力を振り絞って一般質問させていただきた

いと思いますので、もうしばらくよろしくお願いいたします。

私の通告は３項目でございます。それでは１項目め、（仮称）村上市スケートパークの運営方法

についてをお伺いいたします。昨年12月に建設本体工事と機械設備工事の入札を終えて、いよいよ

（仮称）村上市スケートパークの建設がスタートいたしました。予定どおりなら、平成31年４月か

らは利用開始となり、運用準備に残すところ約１年となります。私に対しても、（仮称）村上市ス

ケートパークの運営方法に対する質問が多く、多くの市民やスポーツ関係者から寄せられておりま

す。（仮称）村上市スケートパークの運営のあり方についてお答えください。

２項目め、村上市のバイオマス発電事業に対する考え方について伺います。昨年12月には、関川

村で加藤弘関川村新村長が誕生しましたが、前村長時代から取り組んでいるバイオマス発電事業も、

事業化の道筋が立っていないようです。また、昨年示されました平成30年度税制改正大綱では、森

林環境税（仮称）が平成30年には法案化され、各年度の譲与額が市町村及び都道府県合わせて、平
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成31年度200億円が段階的に平成45年には満額の600億円の規模となることが見込まれております。

さらに、関川村との定住自立圏形成協定の観点からも、村上市と関川村を拠点とするバイオマス発

電事業は、森林整備を進める上で森林資源のリサイクルは不可欠なものと考えられます。市長のお

考えをお聞かせください。

３項目め、乾杯条例施行後の市の取組状況についてお伺いします。昨年第１回定例会で議員発議

により提案、全会一致で可決され、同年４月から施行された村上市地酒等による乾杯を推進し、村

上の食文化を振興する条例ですが、施行後の本条例の運用はどのような状況に至っているかお聞か

せください。

市長答弁の後、再質問をさせていただきます。よろしくお願いします。

〇議長（三田敏秋君） 市長。

〔市長 高橋邦芳君登壇〕

〇市長（高橋邦芳君） それでは、川村敏晴議員の３項目のご質問につきまして順次お答えをいたし

ます。

最初に１項目め、（仮称）村上市スケートパークの運営方法については、教育長に答弁をいたさ

せます。

次に２項目め、村上市のバイオマス発電事業に対する考え方について、森林環境税（仮称）及び

森林環境譲与税（仮称）の創設が平成30年度税制改正大綱に明記され、段階的に地方自治体へ交付

されることとなるが、関川村との定住自立圏形成協定の観点からも、本市と関川村を拠点とするバ

イオマス発電事業は、森林整備を進める上で廃棄される森林資源のリサイクルに不可欠なものと考

えられないかとのお尋ねについてでございますが、木質バイオマス発電は、森林環境の保全に貢献

できるほか、地球温暖化の原因となるＣＯ２の排出抑制にもつながるものと考えております。また、

林地残材や製材端材等の利用が図られ、森林整備を進める上でも有効であるものと考えているとこ

ろであります。関川村で計画されております木質バイオマス発電事業は、燃料として間伐材を初め

とした大量の木質バイオマス資源を必要とすることから、本年度着工された森林基幹道岩船東部線

を活用することで森林施業の効率化を図り、素材生産を加速させながら、村上岩船地域で発生する

未利用材を供給する計画となっております。木材利用の促進や森林整備につきましては、平成31年

度から段階的に譲与される新たな森林環境譲与税（仮称）の有効活用を図りながら、森林資源をも

とに地域経済と環境保全が両立する持続可能な地域循環型林業を実現する仕組みづくりが必要であ

ると考えているところであります。

なお、本市における再生可能エネルギーの事業化推進につきましては、これまでも事業者からの

提案を受けて検討や取り組みを開始しており、木質バイオマス発電に関しましても、同様の取り組

み方で考えております。

次に３項目め、乾杯条例施行後の市の取組状況について、昨年４月施行後の本条例の運用はどの
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ような状況になっているかとのお尋ねについてでございますが、昨年４月から施行されました村上

市地酒等による乾杯を推進し、村上の食文化を振興する条例、いわゆる乾杯条例につきましては、

市の外郭団体や地元商工業団体などでの寄り合いの折に、地酒等地元産飲料を使用しての乾杯に触

れる機会が多くなっているものと感じておりますが、一般市民及び観光客の皆様への周知につきま

しては、いまだ知られていないのが現実であります。また、地酒等による乾杯を推進することをき

っかけとして、本市における今後の産業振興や物産振興が図られること、大変期待しているところ

でありますが、広く普及するには時間を要するものと考えております。条例にございます村上の食

文化は、本市の貴重な観光資源の一つでもありますので、今後は食に触れる、食をアピールする機

会に食とセットとした普及に取り組んでいく必要があると考えておりますので、議員各位におかれ

ましても、より一層の普及にご尽力賜りますようお願いを申し上げます。

私からは以上であります。

〇議長（三田敏秋君） 教育長。

〇教育長（遠藤友春君） それでは、川村敏晴議員の１項目め、（仮称）村上市スケートパークの運

営方法について、平成31年４月から利用開始の予定でありますが、運営のあり方はとのお尋ねにつ

いてでございますが、施設完成後の管理運営方法につきましては、指定管理者制度の導入を考えて

おり、現在その準備を進めているところであります。（仮称）村上市スケートパークについては、

国際競技に対応した施設であることから、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックを見据

え、大会や合宿の誘致、施設のＰＲを行っていくこととしております。また、ジュニア選手の発掘

・育成、学校教育との連携事業、市民向け運動プログラムの開発などの事業の推進については、市

内の総合型地域スポーツクラブやスポーツ関係団体、有識者等による検討委員会において検討する

とともに、事業推進への協力をお願いすることとしております。

なお、企業及び事業所等へは、引き続き企業版ふるさと納税による支援をお願いするとともに、

施設運営においては、施設の名称にスポンサー企業の社名やブランド名を付与するネーミングライ

ツ、また企業の広告看板設置の導入なども視野に入れながら検討してまいりたいと考えております。

私のほうからは以上です。

〇議長（三田敏秋君） 川村敏晴君。

〇11番（川村敏晴君） ありがとうございました。

それでは、１項目めから再質問させていただきたいと思います。（仮称）村上市スケートパーク

の運営、運用です。これについては、ただいま教育長からご答弁いただきましたように、指定管理

制度を活用して運営を考えているというふうなことでございますが、これについては、昨年６月定

例会で同様のスケートパークの運営についての一般質問したときにも、市長答弁で指定管理制度を

導入し、市内各種スポーツ団体、関係団体などとの連携と本市のスポーツ事業全体に有益となる手

法を検討し、全体の検証の後施設運営計画を示すというふうに、６月時点でこのようなお話で、今
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のご説明だと全く進展がないのかなというふうに受け取れますが、冒頭通告でも申し上げたとおり、

市民の中ではこの巨額な投資が村上市の財政、今後の市政運営に大きな問題となるのではないかな

という疑念の声も上がっていることも事実です。私は、市長が再三言われているように、メダリス

トを輩出したこの村上市の一つのスポーツの拠点として国内、世界に発信できる施設というふうな

ことで大きな期待を抱いておりますが、それにつけても開園、開設あと１年を残すところで、この

ような段階でまだ運営主体そのものも名前も挙がってこないような状態では、果たしてどうなのだ

ろうというふうな不安があるのですが、いかがなあれなのでしょうか、具体的なその施設運営に対

してのもっと細かいところに作業入っているのだろうと思うのですが、我々の、市民の不安を払拭

するようなご答弁はいただけないものでしょうか。

〇議長（三田敏秋君） 教育長。

〇教育長（遠藤友春君） 現在先ほど答弁の中にもあったのですけれども、管理運営に関する検討委

員会設置要綱を設けました。それに基づいて現在委員を選定し、できれば３月中に委員会を立ち上

げられるようにし、先ほど述べたような具体的検討にできるだけ早く取り組んでいきたいと考えて

いるところです。

〇議長（三田敏秋君） 川村敏晴君。

〇11番（川村敏晴君） 現在指定管理にはするのだけれども、運営母体そのものは白紙であるという

ふうな捉え方でよろしいのでしょうか。昨年の６月の定例会の答弁ですと、市長はスケートボード

競技に特化した中心的な施設になり、そのノウハウを持っている団体で運営を円滑を行うことので

きるこれらの方々との連携は絶対必要であると、このようなご答弁をされているのですが、今市内

のその運営準備委員会を３月に集められたとして、この１年足らずでそのような団体との連携とい

うのがどこまで摸索、提携までこぎつけるのかというようなところが非常に不安視されるところな

のですけれども、具体的にそのスケートボード競技に特化した方々、団体というふうなところ、方

々は、どのようなところをイメージしているのかというところはお聞かせ願えないのでしょうか。

〇議長（三田敏秋君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（板垣敏幸君） お答えさせいいただきます。

管理運営の組織につきましては、以前の答弁の際にもお話を申し上げましたが、市内の体育団体

ということで、具体的には市の体育協会、それから市のスポーツ少年団、これらの団体、それから

市内の総合型スポーツクラブです。それから、そのスケートボードの部分ということで、スケート

ボーディング連盟さん、それぞれが団体としてあります。６月の議会の際にお話をさせていただい

た後に、各団体さんのほうから意見聴取というようなことで、市側のこの施設についての説明、そ

れから運営方法等々今後皆さんと検討していきたいというようなお話をさせていただいておりま

す。その中で、それらの団体さんと今ほど議員おっしゃるように連携した形でどのような施設管理、

もしくはその方々がその管理に携わらないにしても、どのような施設管理が望ましいのかというよ
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うな部分につきまして内部で検討をさせていただいております。その中で、その骨子となる案を現

在つくらせていただいておりまして、それらも先ほど教育長申し上げましたが、３月中ぐらいには

その検討委員会のほうにこちら側の案というものを一旦お示しをさせていただきたいというような

ことで考えております。

〇議長（三田敏秋君） 川村敏晴君。

〇11番（川村敏晴君） いろいろご検討中であるというふうなご答弁ではありますが、スケートボー

ドの競技性、スケートボードだけではないのですが、スノーボード、昨今のオリンピック種目に挙

がる競技。ただ、今回この村上市で建設するのは、あくまでも室内競技ということで、スケートボ

ードということになるのでしょうけれども、これらの競技については、非常に従来よりももっとス

ポーツビジネスといいますか、スポーツショービジネスにつながってくる感覚が非常に強く私は感

じているのですが、市長もそんな感性をお持ちなのではないかなというふうなことを感じてはいる

のですが、そう考えると、一つのこの村上市の商工観光の拠点ともなり得る施設だろうというふう

に私は捉えています。そうすると、スポーツビジネス的な要素の高い施設になってくるわけですの

で、端的に言いますと、平野歩夢選手の２回のオリンピックの功績に非常に頼ると言えば変ですけ

れども、そのネームバリューを活用させていただくような運営方法が非常にベターなのかなという

ふうなところから考えれば、率直に申し上げますと、ネーミングライツのことも考えれば、彼が今

スポンサー契約していると言われるバートン社ですか、その辺に直接運営のノウハウだとか、ネー

ミングライツの営業といいますか、そういうふうなことは実際行ったり考えたりはしていないので

しょうか。

〇議長（三田敏秋君） 生涯学習課長。

〇生涯学習課長（板垣敏幸君） バートンさん、スケートボードのメーカーでございますが、こちら

のほうに直接問い合わせ等々しているということはございませんが、国内のスポーツメーカーさん

でありますとか、そういうふうな管理運営等々行っているメーカーさんも多数ございますので、そ

ういうメーカーさんからは、いろいろと意見聴取であるとか情報提供はいただいて、それらを参考

にしながら現在その先ほど申し上げました骨子案のほうに、作成に生かしているというところでご

ざいます。

〇議長（三田敏秋君） 川村敏晴君。

〇11番（川村敏晴君） 今回の一般質問でも、平野選手の栄誉をたたえて栄誉賞というふうな質問も

出ていますし、また代表質疑でもそような質問がなされています。今この施設を国内外に、海外に

も向けて売り込もうとするような、旬の時期でないかなというふうに思います。その栄誉賞を活用

するのも１つでしょうけれども、今平野歩夢選手のこの栄光をしっかりと発信するには、やっぱり

それに聖地となる施設を今村上市で建設始めたのだと。ここに皆さんネーミングライツでどうです

かというふうな、言い方こんな言い方しか知らないですが、営業活動をトップ営業してもいい時期
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なのではないかと思うのですけれども、市長どんなふうにお考えですか。

〇議長（三田敏秋君） 市長。

〇市長（高橋邦芳君） どういったところが根拠になって疑念を抱かれているのかがちょっとわから

ないのでありますし、またこの管理運営のものが例えば１年あればいいのか２年あればいいのか３

年あればいいのか、３カ月ではできないのか、その辺のところのもしご知見がございましたらお知

らせをいただきたいというふうには思いますが、もう既にそういった各メーカー、特に、スケート

ボード、スノーボード等を中心としたトップメーカーへのアプローチの方策でありますとか、また

これは公共の施設でありますから、公共の施設としての側面として、地域にあるそういうスポーツ

関連団体また社会教育団体、そういったものの意向が反映されるような仕掛けでやっぱりこの施設

を管理運営していくのが必要だろうというふうに思っているわけでありまして、そういったところ

を今進めています。

それと、先ほど議員からお話しのありましたそのショービジネスの部分は、私も極めて同感であ

りまして、これはやっぱりしっかりと例えばＸゲームの興行が打てるような、そういう仕掛けも含

めて共存できる、公共の施設であると同時に、そういうショービジネスでも存分に使われるような、

そういうものとしてつくり上げたいということは、この計画そもそも当初からそういう視点で物事

を進めているというつもりでありますので、何とかして平成31年春のオープンに向けては、そうい

うふうな形のものがしっかりと描けるようなものにしていきたいというふうに思っておりますし、

当然各メーカーに対してのアプローチは、今準備をして始めるというスタンスではいます。

〇議長（三田敏秋君） 川村敏晴君。

〇11番（川村敏晴君） まず、本当に期限についてですが、15億円以上に上る、その設計も含めれば、

この巨額投資の施設の運営をしっかりやっていけるのか。箱物は建てたけれども、閑古鳥が鳴いて、

特殊なスポーツ施設なので、そこに利用者が来なかったらどうしようかというのが素直な疑念の声

です。それを払拭するために、こういう計画で今建設が始まって、運営はこんなふうにやるのだよ

というふうな目に見えたその運営方法、これは出てきていないものだから、いろいろ心配のネタに

なっているというふうなふうに私は捉えながら……

〇市長（高橋邦芳君） そういった向きもあるかもしれませんけれども、机上の空論で、イメージで

言うことはいかようにもできると思います。でも、これを実態に即して、必ずこういう形の効果を

生むのだというところまでブラッシュアップをしていかなければならないのだろうというふうに思

っています。その作業を今精いっぱい各課含めて、これは村上市にとっても最優先の事業でありま

す。ですから、いわゆる全庁体制で取り組んでいるというつもりで私はおりますので、その辺のと

ころはしっかりとこれから進めていきたいというふうに思っております。

〇議長（三田敏秋君） 川村敏晴君。

〇11番（川村敏晴君） その市長の覚悟のほど、それに伴って村上市の職員の優秀な能力を結集した
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運営体制がそのうちオープンになるだろうというふうな捉え方でお待ち申し上げるしかないかなと

いうふうなことで、今回の一般質問については、この件については以上とさせていただきますが、

その中でも一日も早くその運営のあり方を知らしめていただきたい、こんなふうに思っております。

それでは、２項目めの村上市のバイオマス発電事業に対する市長の考え方ということです。この

木質バイオマスの必要性、有効性については、今市長も評価を述べられているところでありますが、

本音で私聞きたいのは、関川の新村長と今関川村が前村長から取り組んでいるこの事業に対して、

私も新しい村長さんにどういうふうにお考えなのかお聞きしたい思いでアポもとってみたのですけ

れども、なかなかちょっとお会いはすることができなかったのですが、市長として関川新村長とは

お会いになっていましたか、

〇議長（三田敏秋君） 市長。

〇市長（高橋邦芳君） 就任後すぐでありますけれども、お会いをさせていただきました。加えて申

し上げますと、この件に関しましても少し話をしたことありますけれども、３月の定例会の中で自

分の方向性を示したいというようなお話は伺っております。

〇議長（三田敏秋君） 川村敏晴君。

〇11番（川村敏晴君） 聞きたいのはその辺で、通告で申し上げたとおり、森林環境税のほぼ成立が

確定したという、その譲与税の分配の流れも具体化して、きょうの一番手の本間議員からもいろい

ろと説明ありましたので、中身は省きますが、この流れを受けてその恩恵を受けるであろう村上市、

そして関川村、我々森林面積からいえばいろいろ市町村は合わせたほうが有効的なバイオマス資源

が得られるわけですし、また先行することによって胎内市、新発田市も含めてその森林の整備を円

滑に進めていく税金が確定していく中で、発生してくるその未利用材のこの活用、これはやはり早

く着手しておいたところのほうが有効的なその森林リサイクルの恩恵を受けることになるのではな

いかなというふうな思いで市長に、関川村がどうなるかというのは、我々も隣に設置する自治体と

しては無視はできないことだと思いますが、早目にその辺、３月議会終わって早々にでも関川村長

と面談され、自立圏の間柄でどっちが先行しようとも協力関係を進めていくというふうな考え方で

話を進めていっていただきたい、こんな願いで今質問させてもらっていますが、いかがですか。

〇議長（三田敏秋君） 市長。

〇市長（高橋邦芳君） 私も、ぜひそういうふうな形で、この地域が一体となって例えばバイオマス

資源を活用した発電事業をやってもいいわけですけれども、進めていければいいなというふうに思

っております。早急に対応させていただきたいと思いますが、いずれにしましても関川の村長さん

のご意向をご披露いただいた後に対応をしていきたいというふうに思っております。

また、議員ご指摘のとおり、このエリアとして面で捉えてやはりここにある材をしっかりと活用

していくということが大切であります。これは、各森林組合でもう既にその供給量的なものについ

てもシミュレーションしているわけでありますから、これをやはり回すことによってしっかり経済
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が動いていくということにつながります。待てば待つほどその経済の動きが遅くなるわけでありま

すから、これは早急にやっていきたいなというふうに考えております。

〇議長（三田敏秋君） 川村敏晴君。

〇11番（川村敏晴君） 昨年10月に経済建設常任委員会で行政視察をさせていただいた先に岡山県の

真庭市、こちらにお邪魔していわゆるバイオマスタウン構想と銘を打って地域の廃棄物、木材系が

主でありましたが、これの利活用でしっかりとしたそのバイオマス発電事業の成功例、ここまでい

けば大したものだなと思うくらいの成功例でありますし、そこには自治体、真庭市のバイオマス発

電株式会社に行政も出資者として出資し、メニューはここは大きな森林業者さんが入ってはいるの

ですけれども、市のほうに建設初年度で配当が360万円、そして余剰金から１億円の寄附をというふ

うなことで、非常にすばらしい実績を提供していると。当市に比べれば、森林面積もさらに大きい

ところでありますが、しかし決して村上市、関川村合わせてそれにそれこそ引けをとる面積ではな

いと。しっかりとした森林整備を行うことによって、やはりこのような事業をやっていけるのだろ

うという民間参入を促すことができるのではないか。その民間参入を促せるような地盤づくり、こ

れをやはり環境税の導入により譲与されてくるこの税金をしっかり目に見えるような形で活用して

いっていただきたい。風力発電についても、まだその委員会を残すというのは今回主体となった事

業体が撤退したとはいえ、やはり着目したメリットのあるエリアであるということには変わりない

わけですから、そこに新たな参入の話が出てくるとも限らないと私も思っていますので、それと同

様にやはり低酸素社会の実現に向けて、また森林の開発に向けてしっかりとした道筋を将来に向け

て構築していっていただきたい、こんなふうに思っておりますので、そこをまず第１の扉は関川村

さんとの協議といいますか、そういうことだと思いますので、市長にはぜひ早々に対応していただ

きたいと思います。

〇議長（三田敏秋君） 市長。

〇市長（高橋邦芳君） 非常に岡山県真庭市さんは成功事例として、材にはあちらのほうがヒノキ８

割の杉２割ということで、我がこのエリアとはまた逆の状態でありますけれども、実は真庭の市長

さんと高知の知事が共同代表されておりますＣＬＴ協議会、我が村上市も加盟をさせていただいて

おります。新潟県ではまだ少ないのですけれども、そんな形でいろいろとこれまでのお取り組みな

なんかも拝見をさせていただきました。私も、たまたまそのＣＬＴ協議会、全国市長会のその研究

会の活動で真庭市にお邪魔をさせていただきまして、あそこにちょうどバイオマス発電事業と道路

を挟んで銘建工業さんがＣＬＴの工場を持っておりまして、少し下がったところにその材の集積場

所があるという、あのエリアで全部それがサイクルしているという、非常に我々が森林産業をこれ

から成長産業化させていくときのサプライチェーンをまさにあそこで全部見えるというような形で

つくり上げられていました。庁舎につきましても、そこの中でバイオマス発電機で庁舎の電力を一

部賄っているという状況でありました。非常に成功している形としてこれまでもいろんなところで
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取り上げられているわけでありますけれども、ああいうものをあのまんまイコールという形ではな

いのかもしれませんけれども、この地域においても、幾つかそういうコンパクトに実現できること

は、当然可能だろうというふうに思っております。そういう中で、市の市産材を動かすことによっ

て経済を動かしていくという方向づけを、そのまず一つのツールとしては、今回のバイオマス発電

事業というのは非常に有効なものだというふうに考えておりますので、先ほども申し上げましたけ

れども、積極的に取り組めるような形でこれから取り組みを進めたいというふうに思っております。

〇議長（三田敏秋君） 川村敏晴君。

〇11番（川村敏晴君） そうそう、銘建工業さん。こういう大手さんが着目するような民間企業の参

入できる土壌、こういうこれをつくるのは行政の一つの仕事なのだろうというふうに考えますので、

ぜひともそれに向けての将来設計を描いた取り組みをお願いしたいと思います。

それでは３項目め、村上市地酒等による乾杯を推進し、村上市の食文化を振興する条例の現状と

いうふうなことでありますが、ご答弁いただいた内容からすれば、昨年４月我々議員から発議した

ものですから、私らも村上駅前でそのアピールを行ってスタートしたわけですけれども、なかなか

正直言って私自身も、小さな宴会になるとついビールで乾杯してしまって、その後で日本酒だった

というふうなことが多々あるのですが、ここには細かい事柄ですけれども、乾杯の席になる飲食店

の皆様の協力がやっぱり不可欠なのだろうと。観光客の皆様に対してもそうですし、地元の一般の

皆様に対してもそうですけれども、村上市にはこういう条例があって、こういうことなのだという

ことをまずはその宴会場となる飲食店の方たちの理解と協力、ここを仰ぐために、やはりちょっと

行政側、特に観光課の皆様には一肌も二肌も脱いでもらう必要があるのではないかなというふうな

ことで、何か特別な施策を検討されていないものかというふうな思いもあって質問させていただき

ました。いかがでしょう。

〇議長（三田敏秋君） 市長。

〇市長（高橋邦芳君） まさに議員おっしゃるとおりだというふうに思っております。

ただ、施行後１年余り経過する中で、その思いの強い事業者さんは本当に丁寧に、お酒だけでな

くてお茶であったり、そういうもの、今回はお酒に限定していませんから、村上の食材にこだわっ

た形でそういうことを思い、喚起できるような形で乾杯を行えるような形で配慮いただいていると

ころも、やっぱり少しずつふえているのも現実であります。あとは、いろいろと庁内でも議論して

いるのですけれども、やっぱりそれは提供する側にしてみればコストになるわけでありますので、

そこの部分を推進していくためには、何らかの形でそれを供給をする、要するにお届けをするよう

な仕掛けを条例の規定に基づいて構築できないかというところまで今踏み込んで議論させていただ

いておりますので、これはやっぱりおもてなしの心であるわけでありますから、そういうふうなと

ころを皆さんで共有できるような形で行政でできる範囲でお手伝いをし、できるところを今研究を

させていただきたいというふうに思っておりますので、もうしばらくお待ちいただきたいと思いま
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すし、また人形さま巡りがスタートしますけれども、その中でＳＬが今回は来市いたします。また、

そのときにもぜひ議会の皆様方からもご披露いただきながら、我々もしっかりとその務めを果たし

ていきたいというふうに思っております。

〇議長（三田敏秋君） 川村敏晴君。

〇11番（川村敏晴君） 本当に言い方変ですけれども、宴会になるととりあえずビールという乾杯の

し方が徐々に個人差が出てきている中ではありますが、しかしまずはでもビールで乾杯だよねとい

うふうな風潮がまだまだ残っている中で、これは行政からそれを進めるとは難しいところはあるの

かもしれませんが、やはり村上に地ビールの造り酒屋といいますか、工場があってもいいのではな

いかなというような、私の個人的なあれでありますし、またアルコールで乾杯できない方のために、

せっかく優秀な米産地でもありますこの村上岩船のコシヒカリ、この辺でアルコールのない甘酒な

んかを特産としてこれを上手に行政が推進するなんていうのはどうなのかなというふうに考えては

いるのですけれども、米の話になれば副市長に一言感想聞きたいなと思うのですが、いかがでしょ

うか。

〇議長（三田敏秋君） 副市長。

〇副市長（忠 聡君） 今議員ご提案のそういった部分もありますし、今回の乾杯条例は、飲み物

に限らないで村上の持つ食のおいしさ、そういったものも含まれた条例でございますので、飲み物

も含め、そしてまた提供される食材、食品、お料理も含めて総合的に検討してまいりたいというふ

うに思います。

〇議長（三田敏秋君） 川村敏晴君。

〇11番（川村敏晴君） この件については、行政責任だけを押しつけるような気はさらさらございま

せんし、我々議会で提案した条例でもありますので、議員一丸となって理事者とともに観光協会の

関係の皆さんと連携を図りながら進めてまいりたいと、こんなふうに私自身は思っております。

最後になりますが、本日ご挨拶をいただきました今年でご退職をされる８名の職員の皆さんには、

これからもどうか村上市のために皆さんの経験した能力を生かしていただき、今後とも地域で活躍

していただきますことを心からお願いするとともに、長い間のご苦労に敬意を表させていただきま

して、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。（拍手）

〇議長（三田敏秋君） これで川村敏晴君の一般質問を終わります。

〇議長（三田敏秋君） 本日はこれで散会いたします。

また、26日は午前10時から一般質問を行いますので、定刻までにご参集ください。

長時間にわたり大変ご苦労さまでございました。

午後 ３時４４分 散 会


